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都道府県調査票

F1 貴都道府県の「都道府県コード」（２桁）を記⼊してください。
F1 都道府県名

←都道府県名が正しいか御確認ください
半⾓数字2桁(全⾓数字は不可)

問1 貴都道府県では、在宅医療・介護連携の推進に係る協議会を設置していますか。
問1 

1. 設置している
2. 設置していない

1-1. 問1で「2．設置していない」と回答した⽅に伺います。具体的な設置していない理由や課題を教えてください。(⾃由記載)

⇒

1-2. 問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。在宅医療・介護連携推進事業の協議会はどのような圏域で開催されていますか。（複数回答)
問1-2

1. 都道府県
2. 郡市区医師会単位
3. ２次医療圏
4. 保健所単位
5. その他（記述）
⇒

1-3. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会は、昨年(2023年）度の何⽉に開催しましたか。（複数回答）
問1-3

1. 2023年 4⽉
2. 2023年 5⽉
3. 2023年 6⽉
4. 2023年 7⽉
5. 2023年 8⽉
6. 2023年 9⽉
7. 2023年 10⽉
8. 2023年 11⽉
9. 2023年 12⽉

10. 2024年 １⽉
11. 2024年 ２⽉
12. 2024年 ３⽉

1-4. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会に参加している団体等を選択してください。（複数回答）
問1-4

1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 都道府県⻭科医師会
4. 都道府県薬剤師会
5. 都道府県看護協会
6. 都道府県訪問看護（ステーション）連絡協議会
7. 都道府県介護⽀援専⾨員協会
8. 都道府県栄養⼠会
9. 都道府県リハビリテーション協議会

10. 都道府県理学療法⼠協会
11. 都道府県作業療法⼠協会
12. 都道府県⾔語聴覚⼠協会
13. 都道府県⻭科衛⽣⼠会
14. 都道府県社会福祉⼠会
15. 都道府県社会福祉協議会
16. 都道府県介護福祉⼠会
17. 都道府県医療ソーシャルワーカー協会
18. 都道府県⽼⼈保健施設協会
19. 都道府県⽼⼈福祉施設協議会
20. 都道府県介護医療院協会 
21. 都道府県介護付きホーム協会・⾼齢者住宅協会
22. 都道府県認知症グループホーム協会
23. 都道府県訪問介護連絡協議会・ホームヘルパー連絡協議会
24. 都道府県通所サービス事業所連絡協議会・デイサービス協会
25. 地域包括⽀援センター
26. 管轄の市町村
27. 保健所（都道府県）
28. 保健所（市・特別区設置）
29. 消防署（救急）
30. 在宅医療・介護連携推進事業に係るコーディネーター
31. ⼤学等の教育機関
32. ⺠間企業
33. その他（記述）

⇒

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

〇 本調査は、管轄市町村の在宅医療・介護連携推進事業の⽀援を⾏っている都道府県担当者が御回答ください。また、必要に応じて関連部署（医療部局）、保健所、関連団体等とも御相談ください。
〇 回答欄は⻘いセルです。原則１問につき回答はひとつですが、複数を選んでいただく場合は、質問⽂に「複数回答」と記載しています。
〇 「記述」については必須回答、「⾃由記載」については任意回答です。概ね200字程度が⾒える⼤きさですが、それ以上⼊⼒していただいた場合もデータ上で確認できます。
〇 記述及び⾃由記載部分につきまして、関連するURL等があれば併せて記載ください。
〇 調査時点は、令和6年8⽉1⽇とします。

 Ⅰ. 基本情報

 Ⅱ. 貴都道府県の体制について

未回答
設問あり

未回答
設問あり

御回答⽅法

 令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業   都道府県調査票
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都道府県調査票

1-5. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会での議事はどのように設定していますか。（複数回答)
問1-5

1. 市町村からの提案
2. 住⺠アンケートからの抽出
3. 住⺠相談からの抽出
4. 協議会参加者からの提案
5. 各団体等からの情報共有・課題の抽出
6. 専⾨職の相談からの抽出
7. 地域の対応困難な事例から抽出
8. その他（記述）
⇒

1-6. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会ではどのようなことを検討していますか。下記それぞれで選択してください。（複数回答）
問1-6-1.

都道府県が管轄市町村
を⽀援する上での検討

事項

問1-6-2.
都道府県として在宅医
療・介護連携推進に取
り組む上での検討事項

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
⇒ 問1-6-1の「その他」

問1-6-2の「その他」

1-7. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。効果的・効率的な議論を⾏う為の⼯夫があれば教えてください。（⾃由記載）

⇒

1-8. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会における課題を教えてください。（⾃由記載）

⇒

問2 貴都道府県は⾼齢者施設等と協⼒医療機関との連携に向けた⽀援について取り組みを実施していますか。
※令和6年度介護報酬改定において、⾼齢者施設等について、診療等の対応を⾏う協⼒医療機関を定めることの義務化するなどの対応が⾏われました。

問2 
1. 実施している
2. 実施していない

2-1. 問2で「1.実施している」と回答した⽅に伺います。どのような取り組みを実施していますか。（複数回答)
問2-1

1. ⾼齢者施設等向けの窓⼝を設置している。
2.
3. 地域の医療関係団体に協⼒の依頼を⾏っている。
4. 法⼈間の協定や契約締結の⽀援を⾏っている。
5. その他（記述）
⇒

問3 ⾼齢者施設等と協⼒医療機関との連携状況を把握し、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤していますか。
問3

1.
2.
3.

問4 貴都道府県では「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組※」について取り組んでいますか。
※医師、⻭科医師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、管理栄養⼠、⻭科衛⽣⼠等の多職種による⼀体的なリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び⼝腔管理（以下、「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」）

問4 
1. 取り組んでいる
2. 取り組んでいない

4-1. 問4で「１．取り組んでいる」と回答した⽅に伺います。「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる場合の実施内容を教えてください。（複数回答）
問4-1

1. 専⾨職等の関係者の協議の場の設定
2. 専⾨職等の関係者のネットワークの形成
3. 専⾨職等の関係者の情報共有に係るツールの作成
4. 専⾨職等の研修の実施
5. 医療および介護関係者への情報提供
6. 管轄の市町村への研修や周知
7. 地域住⺠への研修や周知
8. 誤嚥性肺炎のリスクマネジメント及び対応
9. 摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメント及び対応

10. 褥瘡マネジメント及び対応
11. その他（記述）
⇒

問5 管轄の市町村で「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる事例があれば市町村名と内容を具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

未回答
設問あり

未回答
設問あり

⾼齢者施設等からの届出により把握し、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤している。（予定含む）

医療機関が⾒つからない⾼齢者施設等に対して、医療機関の紹介を⾏っている。

未回答
設問あり

あてはまる場合
「１」を選択

⾼齢者施設等からの届出により把握しているが、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤はしていない。
把握していない。

在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
課題解決に係る事業の企画⽴案や運営検討
在宅医療・介護間の情報共有

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

地域医療構想との整合性
地域住⺠への周知啓発

医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
都道府県と市町村との連携
市町村間の連携
医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保

医療計画との整合性

医療・介護の資源確保や活⽤

多職種間の連携やネットワーク体制構築

その他（記述）

介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保

あてはまる場合
「１」を選択

286



都道府県調査票

問6 貴都道府県における「誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応」、「摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応」及び「褥瘡マネジメントおよび対応」に関し、連携している職種または保有資格を教えてください。（複数回答）

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 薬剤師
4. 保健師
5. 看護師
6. 理学療法⼠
7. 作業療法⼠
8. ⾔語聴覚⼠
9. 管理栄養⼠

10. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）
11. ⻭科衛⽣⼠
12. 社会福祉⼠
13. 介護福祉⼠
14. 介護⽀援専⾨員
15. 地域包括⽀援センター職員
16. 医療ソーシャルワーカー
17. 都道府県職員
18. 市町村職員
19. その他（記述）
⇒

問7 地域リハビリテーション体制の構築のために、貴都道府県ではどのような取り組みを実施していますか。設置されている協議会等で⾏われている取り組みも含めて教えてください。（複数回答）
問7

1. リハビリテーション協議会の設置
2. 都道府県リハビリテーションセンターの設置
3. 都道府県全域のリハビリテーション資源の把握
4. リハビリテーション連携指針の策定
5. 地域リハビリテーションに係る⾃治体担当者・関係団体との連絡調整
6. 地域住⺠への研修や周知
7. 地域リハビリテーション体制の構築・推進のための研修・⼈材育成の実施
8. 地域リハビリテーション体制の構築・推進のための市町村⽀援の実施
9. その他（記述）
⇒

未回答
設問あり

問6－1
誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応

問6－2
摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応

問6－3
褥瘡マネジメントおよび対応

あてはまる場合
「１」を選択

未回答
設問あり

問6－1誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応
問6－2摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応
問6－3褥瘡マネジメントおよび対応

あてはまる場合
「１」を選択
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都道府県調査票

問8 管轄市町村の在宅医療・介護連携推進事業において、過疎地域、⼩規模⾃治体、中⼭間地域等で有効な取組を実施していると思われる⾃治体はありますか。

問8
1. ある
2. ない

8-1. 問8で「1.ある」と回答した⽅に伺います。その効果的な取り組みについて、具体的に教えてください。（複数回答・⾃由記載）

1.⽇常の療養⽀援
3.急変時の対応
5.認知症に係る対応
7.災害に係る対応

2.⼊退院⽀援
4.看取り
6.感染症に係る対応
8.その他

１

２

３

４

５

６

７

８

問9 過疎地域、中⼭間地域、⼩規模の⾃治体に対して⽀援を実施していますか。（複数回答）
問9

1. している
2. していない

9-1. 問9で「1.している」と回答した⽅に伺います。⽀援内容について、具体的に教えてください。（複数回答・⾃由記載）

1.⽇常の療養⽀援
3.急変時の対応
5.認知症に係る対応
7.災害に係る対応

2.⼊退院⽀援
4.看取り
6.感染症に係る対応
8.その他

１

２

３

４

５

６

７

８

問10 管轄市町村の在宅医療・介護連携推進事業において、多職種連携において効果的な取り組みをされていると思われる市町村はありますか。
問10

1. ある
2. ない

10-1. 問10で「1.ある」と回答した⽅に伺います。その効果的な取り組みについて、具体的に教えてください。（複数回答・⾃由記載）

1.⽇常の療養⽀援
3.急変時の対応
5.認知症に係る対応
7.災害に係る対応

2.⼊退院⽀援
4.看取り
6.感染症に係る対応
8.その他

１

２

３

４

５

６

７

８

問9-1-1.
市町村名（⾃由記載）

問9-1-2.
該当する地域特性

※ 過疎地域とは、「過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法 第⼆条第ニ項」⽰す定義でご回答ください。
⼩規模市町村とは、当該調査では⼈⼝1万⼈未満の市町村としてご回答ください。
中⼭間地域等とは、⾷料・農業・農村基本法第四⼗七条における、「⼭間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の⽣産条件が不利な地域」としてご回答ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/cyusan/       （左記のHPには⾷料・農業・農村基本法第35条とありますが、改定により47条となっております。）

未回答
設問あり

問8-1-3.
取り組みテーマ

 Ⅲ. 市町村への⽀援状況、市町村の取組状況について

1.過疎 2.中⼭間地
3.⼩規模 4.過疎、中⼭間地
5.過疎、⼩規模  6.中⼭間地、⼩規模
7.過疎、中⼭間地、⼩規模

問8-1-2.
該当する地域特性

問10-1-1.
市町村名（⾃由記載）

問10-1-2.
取り組みテーマ 問10-1-3.

内容（⾃由記載）
（※医師、⻭科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーションの提供に当たる理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠、管理栄養⼠、

⻭科衛⽣⼠等の医療関係職種と社会福祉⼠、介護福祉⼠、介護⽀援専⾨員、地域包括⽀援センターの職員等における取組）

問9-1-3.
取り組みテーマ

問8-1-4.
内容（⾃由記載）（※関係団体等との効果的な取り組みでもよい）

未回答
設問あり

問8-1-1.
市町村名（⾃由記載）

未回答
設問あり

問9-1-4.
内容（⾃由記載）（※関係団体等との効果的な取り組みでもよい）

1.過疎 2.中⼭間地
3.⼩規模 4.過疎、中⼭間地
5.過疎、⼩規模  6.中⼭間地、⼩規模
7.過疎、中⼭間地、⼩規模
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都道府県調査票

問11 貴都道府県において、都道府県単位で在宅医療・介護連携に関する「コーディネーター」（定義は参照）と呼ばれる⼈はいますか。 ⇒コーディネーターの定義についてはこちら
問11

1. いる
2. いない
3. わからない

11-1. 問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されている都道府県単位のコーディネーターの⼈数を教えてください。（記述）（※複数箇所に配置されている場合は、合算した⼈数を記載）
問11-1

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤
4. 不明

11-2. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されている都道府県単位のコーディネーターの予算確保について教えてください。（複数回答）
問11-2

1. 地域医療介護総合確保基⾦（医療分）
2. 地域医療介護総合確保基⾦（介護分）
3. その他（記述）
⇒

11-3. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターの職種または保有資格を教えてください。（複数回答）
問11-3

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 保健師
4. 看護師
5. ⻭科衛⽣⼠
6. 介護⽀援専⾨員
7. 管理栄養⼠
8. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）
9. 理学療法⼠

10. 作業療法⼠
11. ⾔語聴覚⼠
12. 社会福祉⼠
13. 介護福祉⼠
14. 精神保健福祉⼠
15. 医療ソーシャルワーカー
16. ⾃治体担当者（⾏政職）
17. ⾃治体担当者（専⾨職）
18. その他（記述）
⇒

19. 把握していない

11-4. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターの配置場所を教えてください。（複数回答）
問11-4

1. 病院(⼤学病院）
2. 病院(⼤学病院以外）
3. 診療所
4. 薬局
5. 訪問看護事業所
6. 都道府県医師会
7. 都道府県⻭科医師会
8. 都道府県薬剤師会
9. 都道府県看護協会

10. 都道府県栄養⼠会
11. 都道府県栄養ケア・ステーション
12. 都道府県理学療法⼠会
13. 都道府県作業療法⼠会
14. 都道府県⾔語聴覚⼠協会
15. 都道府県リハビリテーション協議会
16. 都道府県
17. 保健所
18. その他（記述）
⇒

19. 把握していない

11-5. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターの活動圏域を教えてください。（複数回答）
問11-5

1. 都道府県
2. 郡市区医師会単位
3. ２次医療圏
4. 保健所単位
5. その他（記述）
⇒

11-6. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターの業務について教えてください。（複数回答）
問11-6

1. 医療・介護に係る資源確保や活⽤等に関する検討及び⽀援
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営⽀援
4. 在宅医療・介護間の情報共有に関する検討及び⽀援
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
7. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
8. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
9. 地域住⺠への普及啓発

10. 医療・介護に係る専⾨職等(地域の関係団体等含む)への相談⽀援
11. 地域住⺠への相談⽀援
12. 他都道府県のコーディネーターとの連携
13. 管轄市町村のコーディネーターとの連携
14. ⾃治体職員との連携
15.
16.
17.
18. 地域医療構想調整会議への参加
19. 医療計画に係る会議等への参加
20. その他（記述）
⇒

21. 把握していない

11-7. 引き続き問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターを統括する基幹的コーディネーター（別紙参照）はいますか。
問11-7

1. いる ⇒基幹的コーディネーターのについてはこちら
2. いない
3. わからない

 Ⅳ. コーディネーターについて

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）への参加
在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）への参加

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）の運営
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11-8. 問11-7で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されている基幹的コーディネーターの⼈数を教えてください。（記述）（※複数箇所に配置されている場合は、合算した⼈数を記載）
問11－8

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤
4. 不明

11-9. 引き続き問11-7で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位の基幹的コーディネーターの業務について教えてください。（複数回答）
問11－9

1. 医療・介護に係る資源確保や活⽤等に関する検討及び⽀援
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営⽀援
4. 在宅医療・介護間の情報共有に関する検討及び⽀援
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
7. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
8. 地域住⺠への普及啓発
9. 地域住⺠への相談⽀援

10. 他都道府県のコーディネーターとの連携
11. 管轄市町村のコーディネーターとの連携
12. ⾃治体職員との連携
13. 現場的コーディネーターの育成
14. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）への参加
15.
16.
17.
18. 医療計画に係る会議等への参加
19. その他（記述）
⇒

20. 把握していない

11-10. 問11で「1.いる」と回答した⽅に伺います。都道府県単位のコーディネーターの配置により効果があった取組があれば具体的に教えてください。
また、管轄市町村との効果的な連携もあれば合わせて教えてください。（⾃由記載）（※コーディネーターに係る資料等のURL等があれば記載ください。）

⇒

問12 都道府県単位のコーディネーターの育成を⾏っていますか。
問12

1. 実施している
2. 実施したいと考えている
3. 実施していない

問13 都道府県単位のコーディネーターの配置や取り組みにおいて課題があれば教えてください。（複数回答）
問13

1. コーディネーターの必要性がわからない
2. コーディネーターの適任者がわからない
3. 予算が確保できない
4. コーディネーターを配置する⼈的余裕がない
5. 市町村単位のコーディネーターとの役割分担がわからない
6. 知識やノウハウの蓄積⽅法がわからない
7. 具体的な連携⼿法がわからない
8. コーディネーターの育成⽅法がわからない
9. その他（記述）
⇒

10. 特にない

問14 貴都道府県では管轄市町村において在宅医療・介護連携に係るコーディネーターの育成⽀援を⾏っていますか。
問14

1. 実施している
2. 実施したいと考えている
3. 実施していない

14-1. 問14で「1.実施している」と回答した⽅に伺います。市町村⽀援の内容・⼯夫について教えてください。（複数回答）
問14-1

1. 市町村のコーディネーター資質向上のため研修会の開催
2. 専⾨職や市町村担当者を含む意⾒交換会の開催
3. 市町村コーディネーターの課題解決のための相談⽀援
4. 県内のコーディネーターの交流の場を設定
5. ICTを⽤いた連携ツールの提供
6. その他（記述）
⇒
7. 把握していない

在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）への参加

未回答
設問あり

在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）の運営
地域医療構想調整会議への参加

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択
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問15

問15
1. ⼆次医療圏単位
2. 市町村単位
3. 保健所単位
4. その他（記述）
⇒

問16 貴都道府県における「在宅医療の圏域」数を教えてください。（記述）

問16

在宅医療の圏域数

問17

貴都道府県における「在宅医療に必要な連携を担う拠点」数を教えてください。（記述）

問17

在宅医療に必要な連携を担う拠点数

問18 貴都道府県内の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」ではどのようなことに取り組んでいますか。下記それぞれで選択してください。（複数回答）
問18

1.

2.

3.
4.
5.
6.
⇒

問19  「在宅医療の体制構築に係る指針」に⽰す「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と在宅医療・介護連携推進事業との連携について伺います。
貴都道府県内の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と市町村の在宅医療介護連携推進事業の連携状況について教えてください。
参考︓「在宅医療の体制構築に係る指針」（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３⽉31⽇付け医政地発0331第14号厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知（令和５年６⽉29⽇⼀部改正）））

問19
1. 全て連携している
2. ⼀部について連携している
3. 連携していない
4. 状況を把握していない

19-1. 問19で「4．状況を把握していない」と回答した⽅に伺います。把握していない理由を教えてください。（⾃由記載）

⇒

19-2. 問19で「1.全て連携している」、「2.⼀部について連携している」と回答した⽅に伺います。

 参考︓「在宅医療・介護連携推進⽀援事業の⼿引き ver.3（ P53）」

問19-2
1. 同⼀の主体である
2. 同⼀の主体ではないが連携している

19-2-1. 19-2.で「1.同⼀の主体である」を選択した⽅に伺います。運営主体について教えてください。
問19-2-1

1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

19-2-2. 19-2.で「2.同⼀の運営主体ではないが連携している」を選択した⽅に伺います。それぞれの運営主体について教えてください。
-1. 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の運営主体

問19-2-2-1
1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

-2 在宅医療・介護連携推進事業の「在宅医療・介護連携に関する相談⽀援」の運営主体
問19-2-2-2

1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

未回答
設問あり

未回答
設問あり

地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括⽀援センターや障害者相談⽀援事業所等と連携し
ながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な⽀援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関と
の調整の実施

地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議の定期的な開催による連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等の実施

在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報の共有
関係機関の連携による急変時の対応や 24 時間体制の構築や多職種による情報共有の促進
在宅医療に関する地域住⺠への普及啓発
その他（記述）

あてはまる場合
「１」を選択

 URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666660.pdf

未回答
設問あり

「在宅医療の体制構築に係る指針」に⽰す「在宅医療の圏域」について伺います。
参考︓「在宅医療の体制構築に係る指針」（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３⽉31⽇付け医政地発0331第14号厚⽣労働省医
政局地域医療計画課⻑通知（令和５年６⽉29⽇⼀部改正）））
URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

貴都道府県における「在宅医療の圏域」の設定単位を教えてください。

「在宅医療の体制構築に係る指針」に⽰す「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の設定について伺います。
参考︓「在宅医療の体制構築に係る指針」（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３⽉31⽇付け医政地発0331第14号厚⽣労働省医
政局地域医療計画課⻑通知（令和５年６⽉29⽇⼀部改正）））
URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

未回答
設問あり

在宅医療・介護連携推進事業では、「在宅医療・介護連携の対応策の実施（①在宅医療・介護連携に関する相談⽀援）」を通じて在宅医療・介護連携の取り組みの⽀援を⾏うこととしています。
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の運営主体と、在宅医療・介護連携推進事業の「在宅医療・介護連携に関する相談⽀援」の運営主体について教えてください。

Ⅴ. 「在宅医療の圏域」・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」・「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と在宅医療・介護連携推進事業の連携状況について

未回答
設問あり

291



都道府県調査票

19-3. 引き続き問19で「1.全て連携している」、「2.⼀部について連携している」と回答した⽅に伺います。連携の具体的な内容について教えてください。（複数回答）
問19-3

1. 在宅医療の提供状況の把握
2. 災害時対応の医療、介護及び障害福祉の連携上の課題の抽出及びその対応策の検討
3. 急変時対応の医療、介護及び障害福祉の連携上の課題の抽出及びその対応策の検討
4. 地域における個別事例（ケースカンファレンス）の検討
5. 講演会の開催
6. 研修会の開催
7. 情報共有システムの活⽤
8. ⼩児や障害についての課題の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」への情報提供
9. ⾼齢者に関する課題の抽出、その対応策の検討及び実施

10. その他（記述）
⇒

問20

問20
1. 総数
2. 在宅療養⽀援病院（機能強化型を含む）
3. 在宅療養⽀援診療所（機能強化型を含む）
4. その他（記述）
⇒

問21
問21

1.
2.
3.

問22  かかりつけ医機能報告制度の施⾏に向け体制整備等の準備を始めていますか。
問22

1. 始めている
2. 始めていない

22-1. 問22で「1．始めている」と回答した⽅に伺います。具体的にどのようなことを準備していますか。（⾃由記載）

⇒

問23 かかりつけ医機能報告制度の報告項⽬のうち、特に重要（課題）だと考えるものはどれですか。（複数回答）
問23

1. ⽇常的な診療を総合的かつ継続的に⾏う機能
2. 通常診療時間外の診療
3. ⼊退院⽀援
4. 在宅医療の提供
5. 介護サービス等と連携した医療提供
6. その他（記述）
⇒

23-1. 問23について、重要と認識している課題及び、当該課題に対して取り組んでいることを記載ください。（⾃由記載）

⇒

問24 貴都道府県では、医療従事者向けにACP（アドバンス・ケア・プランニング）に関する研修を実施していますか。
問24

1. 実施している
2. 実施していないが、今後実施予定である
3. 実施しておらず、今後も実施予定はない

24-1. 問24で「１．実施している」と回答した⽅に伺います。研修の内容について、昨年度（2023年度）の実施頻度を教えてください。
問24-1

1. 定期的に実施（年１回）
2. 定期的に実施（年２回）
3. 定期的に実施（年３回以上）
4. 不定期に実施

24-2. 引き続き問24で「１．実施している」と回答した⽅に伺います。講師の依頼先を教えてください。（複数回答）
問24-2

1. 医師会
2. 医療機関
3. 介護サービス施設・事業所
4. ⾏政機関
5. 教育機関
6. その他（記述）
⇒

24-3 . 24-2で依頼した講師はACPに関する研修会の修了者ですか。（複数回答）
問24-3

1.

2. その他の研修会修了者
⇒
3. いいえ

 Ⅵ. かかりつけ医機能報告制度について

未回答
設問あり

未回答
設問あり

全ての「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」において、在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項を評価した。

「在宅医療の体制構築に係る指針」に⽰す「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の設定について伺います。
参考︓「在宅医療の体制構築に係る指針」（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３⽉31⽇付け医政地発0331第14号厚⽣労働省医
政局地域医療計画課⻑通知（令和５年６⽉29⽇⼀部改正）））
URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf
貴都道府県内の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」数と種類を教えてください。（記述）

未回答
設問あり

厚⽣労働省委託事業「⼈⽣の最終段階における医療・ケア体制整
備（医療・ケアチーム向け普及啓発）事業」における指導者研修
修了者 あてはまる場合「１」を選択

（研修会名︓ ）（主催︓ ）

 Ⅶ. ACP（アドバンス・ケア・プランニング）に関する研修について

未回答
設問あり

未回答・エラーのある設問があります。再度ご確認下さい。

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

⼀部の「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」において、在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項を評価した。
在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項を評価していない。

あてはまる場合「１」を選択

「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の設定にあたり、指針に記載されている在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項を評価したかを教えてください。
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F1  貴市町村の「市町村コード」（５桁）を記⼊してください。 ※市町村コードを⼊れると⾃動で⼊⼒されます
F1 都道府県名 ←都道府県名が正しいか御確認ください

市町村名 ←市町村名が正しいか御確認ください
半⾓数字5桁（全⾓数字は不可）

問1 貴市町村では、在宅医療・介護連携の推進に係る協議会を設置していますか。
問1

1. 設置している
2. 設置していない

1-1. 問1で「2．設置していない」と回答した⽅に伺います。具体的な設置していない理由や課題を教えてください。(⾃由記載)

⇒

1-2. 問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。在宅医療・介護連携の推進に係る協議会はどのような圏域で開催されていますか。（複数回答)
問1-２

1. 市町村
2. 郡市区医師会単位
3. ２次医療圏
4. 保健所単位
5. その他（記述）
⇒

1-3. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会は、昨年(2023年）度の何⽉に開催しましたか。（複数回答）
問1-3

1. 2023年 4⽉
2. 2023年 5⽉
3. 2023年 6⽉
4. 2023年 7⽉
5. 2023年 8⽉
6. 2023年 9⽉
7. 2023年 10⽉
8. 2023年 11⽉
9. 2023年 12⽉

10. 2024年 １⽉
11. 2024年 ２⽉
12. 2024年 ３⽉

1-4. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会に参加している団体等を教えてください。（複数回答）
問1-4

1. 医師会
2. ⻭科医師会
3. 薬剤師会
4. 看護協会
5. 訪問看護（ステーション）連絡協議会または地域の連絡会
6. 介護⽀援専⾨員協会または地域の連絡会
7. 栄養⼠会
8. リハビリテーション協議会
9. 理学療法⼠協会

10. 作業療法⼠協会
11. ⾔語聴覚⼠協会
12. ⻭科衛⽣⼠会
13. 社会福祉⼠会
14. 社会福祉協議会
15. 介護福祉⼠会
16. 医療ソーシャルワーカー協会
17. ⽼⼈保健施設協会
18. ⽼⼈福祉施設協議会
19. 介護医療院協会 
20. 介護付きホーム協会・⾼齢者住宅協会
21. 認知症グループホーム協会
22. 訪問介護連絡協議会・ホームヘルパー連絡協議会
23. 通所サービス事業所連絡協議会・デイサービス協会
24. 地域包括⽀援センター
25. 都道府県
26. 保健所（都道府県）
27. 保健所（市・特別区設置）
28. 消防署（救急）
29. 在宅医療・介護連携推進事業に係るコーディネーター
30. ⼤学等の教育機関
31. ⺠間企業
32. その他（記述）
⇒

1-5. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会での議事はどのように設定していますか（複数回答)
問1-5

1. 地域包括⽀援センターの提案
2. 地域ケア会議の課題
3. コーディネーターからの提案
4. 住⺠からの意⾒・アンケートからの抽出
5. 住⺠相談からの抽出
6. 協議会参加者からの提案
7. 各団体等からの情報共有・課題の抽出
8. 専⾨職の相談からの抽出
9. 地域の対応困難な事例から抽出

10. その他（記述）
⇒

御回答⽅法

〇 本調査は、市町村の在宅医療・介護連携推進事業を⾏っている市町村担当者が御回答ください。
〇 回答欄は⻘いセルです。原則１問につき回答はひとつですが、複数を選んでいただく場合は、質問⽂に「複数回答」と記載しています。
〇 「記述」については必須回答、「⾃由記載」については任意回答です。概ね200字程度が⾒える⼤きさですが、それ以上⼊⼒していただいた場合もデータ上で確認できます。
〇 記述及び⾃由記載部分につきまして、関連するURL等があれば併せて記載ください。
〇 調査時点は、令和6年8⽉1⽇とします。

 Ⅰ. 基本情報

 Ⅱ. 貴市町村の体制について

あてはまる場合「１」を選択

未回答
設問あり

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

 令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業   市町村調査票
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1-6. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会ではどのようなことを検討していますか。（複数回答）
問1-6

1. 医療・介護の資源確保や活⽤
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営検討
4. 在宅医療・介護間の情報共有
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
7. 都道府県と市町村との連携
8. 市町村間の連携
9. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保

10. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
11. 地域住⺠への周知啓発
12.
13.
14. その他（記述）
⇒

1-7. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。効果的・効率的な議論を⾏う為の⼯夫があれば教えてください。（⾃由記載）

⇒

1-8. 引き続き問1で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。協議会における課題を教えてください。（⾃由記載）

⇒

問2 問１で回答した協議会の他に、在宅医療・介護連携の実務担当者や中⼼となる関係者に限定して協議する場を設置していますか。
問2

1. 設置している
2. 設置していない

2-1. 問２で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。具体的な内容（名称、回数、協議内容）について下記にご記⼊ください。（⾃由記載）
回数

(2023年度実施回数）

１

２

３

４

５

2-2. 引き続き問２で「1.設置している」と回答した⽅に伺います。上記会議に参加している団体等を教えてください。（複数回答）
2-1の1の会議 2-1の２の会議 2-1の３の会議 2-1の４の会議 2-1の５の会議

1. 医師会
2. ⻭科医師会
3. 薬剤師会
4. 看護協会
5. 訪問看護（ステーション）連絡協議会または地域の連絡会
6. 介護⽀援専⾨員協会または地域の連絡会
7. 栄養⼠会
8. リハビリテーション協議会
9. 理学療法⼠協会

10. 作業療法⼠協会
11. ⾔語聴覚⼠協会
12. ⻭科衛⽣⼠会
13. 社会福祉⼠会
14. 社会福祉協議会
15. 介護福祉⼠会
16. 医療ソーシャルワーカー協会
17. ⽼⼈保健施設協会
18. ⽼⼈福祉施設協議会
19. 介護医療院協会 
20. 介護付きホーム協会・⾼齢者住宅協会
21. 認知症グループホーム協会
22. 訪問介護連絡協議会・ホームヘルパー連絡協議会
23. 通所サービス事業所連絡協議会・デイサービス協会
24. 地域包括⽀援センター
25. 都道府県
26. 保健所（都道府県）
27. 保健所（市・特別区設置）
28. 消防署（救急）
29. 在宅医療・介護連携推進事業に係るコーディネーター
30. ⼤学等の教育機関
31. ⺠間企業
32. その他（記述）
⇒

あてはまる場合「１」を選択

地域医療構想との整合性
医療計画との整合性

あてはまる場合
「１」を選択

未回答
設問あり

名称 協議内容

2－1の５のその他

2－1の２のその他
2－1の３のその他
2－1の４のその他

2－1の１のその他
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問3 「４つの場⾯」において、在宅医療・介護連携の推進によってあるべき在宅医療・介護提供体制の姿※を設定していますか。（※４つの場⾯︓「⽇常の療養⽀援」、「⼊退院⽀援」、「急変時の対応」、「看取り」）

問3
1. ４つの場⾯全てで設定している
2. ４つの場⾯のいずれかで設定している
3. ４つの場⾯全てにおいて設定していない

3-1. 問3で「1.４つの場⾯全てで設定している」と回答した⽅に伺います。あるべき在宅医療・介護提供体制の姿の共有の状況を教えてください。
問3-1

1. 在宅医療・介護の関係者（⾃治体及び地域の関係団体等）で共有し地域住⺠にも周知している
2. 在宅医療・介護の関係者（⾃治体及び地域の関係団体等）で共有している
3. 在宅医療・介護の関係者（⾃治体及び地域の関係団体等）の⼀部で共有している
4. ⾃治体内での共有に留まる
5. 特に共有していない

問4 在宅医療・介護連携推進事業との関係を踏まえて、下記の場⾯で取り組んでいる場⾯を教えてください。（複数回答）
問4

1. ⽇常の療養⽀援
2. ⼊退院⽀援
3. 急変時の対応
4. 看取り
5. 認知症に係る対応
6. 感染時に係る対応
7. 災害に係る対応
8. 取組んでいるものはない

問5 「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組※」について取り組んでいるかを教えてください。
※医師、⻭科医師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、管理栄養⼠、⻭科衛⽣⼠等の多職種による⼀体的なリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び⼝腔管理（以下、「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」）

問5
1. 取り組んでいる
2. 取り組んでいない

5-1. 問5で「１．取り組んでいる」と回答した⽅に伺います。「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる場合の実施内容を教えてください。（複数回答）
問5-1

1. 専⾨職等の関係者の協議の場の設定
2. 専⾨職等の関係者のネットワークの形成
3. 専⾨職等の関係者の情報共有に係るツールの作成
4. 専⾨職等の研修の実施
5. 医療および介護関係者への情報提供
6. 地域住⺠への研修や周知
7. 誤嚥性肺炎のリスクマネジメント及び対応
8. 摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメント及び対応
9. 褥瘡マネジメント及び対応

10. その他（記述）
⇒

5-2. 貴⾃治体で「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる事例があれば内容を具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

問6

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 薬剤師
4. 保健師
5. 看護師
6. 理学療法⼠
7. 作業療法⼠
8. ⾔語聴覚⼠
9. 管理栄養⼠

10. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）
11. ⻭科衛⽣⼠
12. 社会福祉⼠
13. 介護福祉⼠
14. 介護⽀援専⾨員
15. 地域包括⽀援センター職員
16. 医療ソーシャルワーカー
17. 都道府県職員
18. 市町村職員
19. その他（記述）
⇒

問7 地域リハビリテーション⽀援体制の構築など、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠（以下リハビリテーション専⾨職）を地域に派遣し、地域の⽅の⾃⽴⽀援や介護予防を⽀援する取り組みを⾏っているかを教えてください。
問7

1. 取り組んでいる
2. 取り組んでいない

7-1. 問7で「１．取り組んでいる」と回答した⽅に伺います。リハビリテーション専⾨職の派遣はどのように⾏っていますか。（複数回答）
問7-1

1. リハビリテーション専⾨職個⼈に市町村から直接依頼し、派遣を⾏っている
2. リハビリテーション専⾨職が所属している病院や施設等に市町村から直接依頼し、派遣を⾏っている
3. 職能団体など関連団体に市町村から直接依頼し、派遣を⾏っている
4. リハビリテーション⽀援センター等、派遣調整を担う機関が設置されており、その機関に依頼をしている
5. 市町村や地域包括⽀援センター（委託先も含む）に所属しているリハビリテーション専⾨職を派遣している
6. その他（記述）
⇒

7-2. 引き続き問7で「１．取り組んでいる」と回答した⽅に伺います。取り組みを⾏うにあたって、関連団体・関係機関（群市区医師会等）との定期的な協議の場を設けているかを教えてください。
問7-2

1. 設けている
2. 設けていない

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合
「１」を選択

問6－2摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応
問6－3褥瘡マネジメントおよび対応

未回答
設問あり

問6－1誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応

未回答
設問あり

未回答
設問あり

問6－2
摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応

未回答
設問あり

※地域⽀援事業の実施について（⽼発第０６０９００１号 平 成 1 8 年６⽉９ ⽇ 最終改正 ⽼ 発 0 805 第 ３ 号 令和６年 ８ ⽉ ５ ⽇）
別紙 地域⽀援事業実施要綱 別記３ 包括的⽀援事業（社会保障充実分）１ 在宅医療・介護連携推進事業（法第 115 条の 45 第２項第４号）参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001284389.pdf

問6－3
褥瘡マネジメントおよび対応

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

 Ⅲ. 貴市町村の取り組みについて

リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組に関わらず、市町村が次の対応を⾏っていない、把握してない場合は、「19.その他」に1を選択し、「取組なし」等と記⼊してください。
「誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応」、「摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応」及び「褥瘡マネジメントおよび対応」に関し、連携している職種または保有資格を教えてください。（複数回答）

問6－1
誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応

あてはまる場合「１」を選択
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問8 貴市町村は⾼齢者施設と医療機関との連携のための取り組みを実施していますか。
※令和6年度介護報酬改定において、⾼齢者施設等について、診療等の対応を⾏う協⼒医療機関を定めることの義務化するなどの対応が⾏われました。

問8
1. 実施している
2. 実施していない

8-1. 問8で「1.実施している」と回答した⽅に伺います。どのような取り組みを実施していますか。（複数回答)
問8-1

1. ⾼齢者施設等向けの窓⼝を設置している
2. 医療機関が⾒つからない⾼齢者施設等に対して、医療機関の紹介を⾏っている
3. 地域の医療関係団体に協⼒の依頼を⾏っている
4. 法⼈間の協定や契約締結の⽀援を⾏っている
5. その他（記述）
⇒

問9 ⾼齢者施設等と協⼒医療機関との連携状況を把握し、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤していますか。
問9

1.
2.
3.

問10 貴市町村の管内は、過疎地域、⼩規模⾃治体、中⼭間地域等に該当しますか。（複数回答）

問10
1. 過疎地域に該当
2. 中⼭間地域に該当
3. ⼩規模⾃治体に該当
4. 該当しない

10-1. 問10で「1~３」と回答した⽅に伺います。過疎地域、⼩規模⾃治体、中⼭間地域等における在宅医療・介護連携の課題を教えてください。（⾃由記載）

⇒

10-2. 問10で「1~３」と回答した⽅に伺います。過疎地域、⼩規模⾃治体、中⼭間地域等における在宅医療で都道府県に⽀援を期待することは何ですか。（⾃由記載）

⇒

問11 貴市町村が在宅医療・介護連携推進事業を実施していく中での課題等を教えてください。
11-1. 課題だと感じている事項を選択してください。また、その中で課題解消に係る優先順位が最も⾼いと考える事項を選択してください。
11-2. 国・都道府県に⽀援を期待する事項を選択してください。

問11-1-1.
あてはまる事項
（複数回答）

問11-1-2.
最も課題解消の優先

順位が⾼い事項
（１つだけ）

K列は少なくとも1つ選んでください。

1. 現状把握と問題点の抽出（データの活⽤含む）
2. 体制の構築及び推進
3. ルール等の設定
4. ツール（システム・ガイドライン含む）等の策定等
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
7. 都道府県と市町村間の連携
8. 市町村間の連携
9. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保

10. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
11. 地域住⺠への周知啓発
12. 他の地域⽀援事業、認知症関連施策等との⼀体的⽀援の検討
13. 他市町村の取り組み状況等の収集
14. アドバイザーや有識者等の活⽤
15. その他（記述）
⇒ 問11-1-1の「その他」

問11-1-2.の「その他」
問11-2.の「その他」

問11-1.課題だと感じている事項 問11-2.
国・都道府県に⽀援

を期待する事項
（3つまで）

未回答
設問あり

未回答
設問あり

把握していない

※ 過疎地域とは、「過疎地域の持続的発展の⽀援に関する特別措置法 第⼆条第ニ項」⽰す定義でご回答ください。
⼩規模市町村とは、当該調査では⼈⼝1万⼈未満の市町村としてご回答ください。
中⼭間地域等とは、⾷料・農業・農村基本法第四⼗七条における、「⼭間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の⽣産条件が不利な地域」としてご回答ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/cyusan/       （左記のHPには⾷料・農業・農村基本法第35条とありますが、改定により47条となっております。）

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合
「１」を選択

⾼齢者施設等からの届出により把握し、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤している（予定含む）
⾼齢者施設等からの届出により把握しているが、⾼齢者施設等に対する指導・助⾔等に活⽤はしていない

未回答
設問あり

未回答
設問あり
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問12 貴市町村において、在宅医療・介護連携に関する相談⽀援は実施していますか。
問12

1. 実施している
2. 実施していない
3. わからない

問13 貴市町村において、在宅医療・介護連携に関する「コーディネーター」と呼ばれる⼈はいますか。
問13

1. いる ⇒コーディネーターの定義についてはこちら
2. いない
3. わからない

13-1. 問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されているコーディネーターの⼈数を教えてください。（記述）（※複数箇所に配置されている場合は、合算した⼈数を記載）
問13-1

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤
4. 不明

13-2. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されているコーディネーターの予算確保について教えてください。（複数回答）
問13-2

1. 地域医療介護総合確保基⾦（医療分）
2. 地域医療介護総合確保基⾦（介護分）
3. 地域⽀援事業交付⾦（在宅医療・介護連携推進事業として）
4. 地域⽀援事業交付⾦（在宅医療・介護連携推進事業以外の事業分）
5. その他（記述）
⇒

13-3. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの職種または保有資格を教えてください。（複数回答）
問13-3

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 薬剤師
4. 保健師
5. 看護師
6. ⻭科衛⽣⼠
7. 介護⽀援専⾨員
8. 管理栄養⼠
9. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）

10. 理学療法⼠
11. 作業療法⼠
12. ⾔語聴覚⼠
13. 社会福祉⼠
14. 介護福祉⼠
15. 精神保健福祉⼠
16. 医療ソーシャルワーカー
17. ⾃治体担当者（⾏政職）
18. ⾃治体担当者（専⾨職）
19. その他（記述）
⇒

20. 把握していない

13-4. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの配置場所を教えてください。（複数回答）
問13-4

1. 病院(⼤学病院）
2. 病院(⼤学病院以外）
3. 診療所
4. 薬局
5. 訪問看護事業所
6. 医師会
7. ⻭科医師会
8. 薬剤師会
9. 看護協会

10. 栄養⼠会
11. 栄養ケア・ステーション
12. 理学療法⼠会
13. 作業療法⼠会
14. ⾔語聴覚⼠協会
15. リハビリテーション協議会
16. 都道府県
17. 保健所
18. 地域包括⽀援センター
19. 社会福祉協議会
20. ⾃⾃治体内の部署
21. その他（記述）
⇒

22. 把握していない

13-5. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの活動圏域を教えてください。（複数回答）
問13-5

1. 市町村
2. 郡市区医師会単位
3. ２次医療圏
4. 保健所単位
5. その他（記述）
⇒

13-6. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの業務について教えてください。（複数回答）
問13-6

1. 医療・介護に係る資源確保や活⽤等に関する検討及び⽀援
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営⽀援
4. 在宅医療・介護間の情報共有に関する検討及び⽀援
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
7. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
8. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
9. 地域住⺠への普及啓発

10. 医療・介護に係る専⾨職等（地域の関係団体等含む）への相談⽀援
11. 地域住⺠への相談⽀援
12. 都道府県のコーディネーターとの連携
13. 他市町村のコーディネーターとの連携
14. ⾃治体職員との連携
15. 地域ケア会議への参加
16. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）への参加
17. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）の運営
18. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）への参加
19. 地域医療構想調整会議への参加
20. 医療計画に係る会議等
21. その他（記述）
⇒

22. 把握していない

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

 Ⅳ. コーディネーターについて

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

未回答
設問あり

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択
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13-7. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。市町村単位のコーディネーターを統括する基幹的コーディネーター（別紙参照）はいますか。
問13-7 ⇒基幹的コーディネーターのについてはこちら

1. いる
2. いない
3. わからない

13-8. 問13-7で「1.いる」と回答した⽅に伺います。配置されている基幹的コーディネーターの⼈数を教えてください。（記述）（※複数箇所に配置されている場合は、合算した⼈数を記載）
問13-8

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤
4. 不明

13-9. 問13-7で「1.いる」と回答した⽅に伺います。市町村単位の基幹的コーディネーターの業務について教えてください。（複数回答）
問13-9

1. 医療・介護に係る資源確保や活⽤等に関する検討及び⽀援
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営⽀援
4. 在宅医療・介護間の情報共有に関する検討及び⽀援
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
7. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
8. 地域住⺠への普及啓発
9. 地域住⺠への相談⽀援

10. ⾃都道府県のコーディネーターとの連携
11. 他市町村のコーディネーターとの連携
12. ⾃治体職員との連携
13. 現場的コーディネーターの育成
14. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）への参加
15. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）の運営
16. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）への参加
17. 地域ケア会議への参加
18. 地域医療構想調整会議への参加
19. 医療計画に係る会議等
20. その他（記述）
⇒

21. 把握していない

13-10. 問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。市町村単位のコーディネーターの配置により効果があった取組があれば具体的に教えてください。
また、都道府県との効果的な連携もあれば合わせて教えてください。（⾃由記載）（※コーディネーターに係る資料等のURL等があれば記載ください。）

⇒

13-11. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの業務を計画・⽴案・管理等（マネジメント）している⼈はいますか。（複数回答）
問13-11

1. ⾏政職員
2. 基幹的コーディネーター
3. ⼤学職員等の有識者
4. その他（記述）
⇒
5. 把握していない
6.

13-12. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの活動計画や活動報告はありますか。（複数回答）
問13-12

1. 活動計画を作成している
2. 活動報告を作成している
3. 活動報告の内容をコーディネーターの活動計画に活⽤している
4. 活動報告の内容を地域のケア会議等に活⽤している
5. 活動計画は作成していない
6.

13-13. 引き続き問13で「1.いる」と回答した⽅に伺います。コーディネーターの配置や取り組みにおいて課題を教えてください。（複数回答）
問13-13

1. ⼈材の不⾜により、適切な⼈材を確保できない
2. 兼務によりコーディネーター業務に時間を割くことができない
3. 研修等の能⼒向上の為の仕組みを提供できない
4. コーディネーター業務が不明確である
5. 市町村担当者との役割分担が明確でない
6. コーディネーターが関係機関や市⺠等に認知されていない
7. 医療と介護の連携が不⾜しており、活動が進まない
8. コーディネーター同⼠の情報共有や連携が不⼗分
9. 予算が確保できない

10. その他（記述）
⇒

13-14. 問13で「2.いない」と回答した⽅に伺います。コーディネーターを配置していない理由を教えてください。（複数回答）
問13-14

1. ⼈材の不⾜により、適切な⼈材を確保できない
2. 地域包括⽀援センターで対応しており、不要である
3. 予算がない
4. 育成のための研修等を開講できない
5. コーディネーターの有効性や活⽤場⾯がわからない
6. コーディネーターを知らない
7. 必要性を感じない
8. その他（記述）
⇒

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

マネジメントしている⼈はいない

活動報告は作成していない

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択

あてはまる場合「１」を選択
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問14  「在宅医療の体制構築に係る指針」に⽰す「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と在宅医療・介護連携推進事業との連携について伺います。
貴都道府県内の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と市町村の在宅医療介護連携推進事業の連携状況について教えてください。
 参考︓「在宅医療の体制構築に係る指針」（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３⽉31⽇付け医政地発0331第14号厚⽣労働省医政局地域医療計画課⻑通知（令和５年６⽉29⽇⼀部改正）））

問14
1. 全て連携している
2. ⼀部について連携している
3. 連携していない
4. 状況を把握していない

14-1. 問14で「4．状況を把握していない」と回答した⽅に伺います。把握していない理由を教えてください。(⾃由記載)

⇒

14-2.

 参考︓「在宅医療・介護連携推進⽀援事業の⼿引き ver.3（ P53）」

問14-2
1. 同⼀の主体である
2. 同⼀の主体ではないが連携している

14-2-1. 問14-2.で「1.同⼀の主体である」を選択した⽅に伺います。運営主体について教えてください。
問14-2-1

1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

14-2-2. 問14-2.で「2.同⼀の主体ではないが連携している」を選択した⽅に伺います。それぞれの運営主体について教えてください。
-1. 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の運営主体

問14-2-2-1
1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

-2. 在宅医療・介護連携推進事業の「在宅医療・介護連携に関する相談⽀援」の実施主体
問14-2-2-2

1. 都道府県医師会
2. 郡市区医師会
3. 市町村
4. 保健所
5. 医療機関
6. 訪問看護事業所
7. 介護事業所
8. 地域包括⽀援センター
9. その他（記述）
⇒

14-3. 引き続き問14で「1.全て連携している」、「2.⼀部について連携している」と回答した⽅に伺います。連携の具体的な内容について教えてください。（複数回答）
問14-3

1. 在宅医療における提供状況の把握
2. 災害時対応の医療、介護及び障害福祉の連携上の課題の抽出及びその対応策の検討
3. 急変時対応の医療、介護及び障害福祉の連携上の課題の抽出及びその対応策の検討
4. 地域における個別事例における検討（ケースカンファレンス）の実施
5. 講演会の開催
6. 研修会の開催
7. 情報共有システムの活⽤
8. ⼩児や障害についての課題の「在宅医療に必要な連携を担う拠点」への情報提供
9. ⾼齢者に関する課題の抽出、その対応策の検討及び実施

10. その他（記述）
⇒

問14で「1.全て連携している」、「2.⼀部について連携している」と回答した⽅に伺います。
在宅医療・介護連携推進事業では、「在宅医療・介護連携の対応策の実施（①在宅医療・介護連携に関する相談⽀援）」を通じて在宅医療・介護連携の取り組みの⽀援を⾏うこととしています。
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の運営主体と、在宅医療・介護連携推進事業の「在宅医療・介護連携に関する相談⽀援」の運営主体について教えてください。

 URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666660.pdf

 URL︓https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

あてはまる場合「１」を選択

 Ⅴ. 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」・「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と在宅医療・介護連携推進事業の連携状況について

未回答
設問あり
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問15  かかりつけ医機能報告制度の施⾏に向け体制整備等の準備を始めていますか。
問15

1. 始めている
2. 始めていない

15-1. 問15で「1．始めている」と回答した⽅に伺います。具体的にどのようなことを準備していますか。(⾃由記載)

⇒

問16

⇒

問17 かかりつけ医機能報告制度の報告項⽬のうち、特に重要（課題）だと考えるものはどれですか。（複数回答）
問17

1. ⽇常的な診療を総合的かつ継続的に⾏う機能
2. 通常診療時間外の診療
3. ⼊退院⽀援
4. 在宅医療の提供
5. 介護サービス等と連携した医療提供
6. その他（記述）
⇒

17-1. 問17について、重要と認識している課題及び、当該課題に対して取り組んでいることを記載ください。(⾃由記載)

⇒

問18 貴市町村の管内には、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所はありますか。
問18

1. ある
2. ない

問19 貴市町村は、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所の広域利⽤を実施していますか。
問19

1. 実施している
2. 実施していない

19-1.   問19で「2.実施していない」と回答した⽅に伺います。実施していない理由を教えてください。（複数回答）
問19ｰ1

1. ニーズがない
2. ⼿続きが煩雑
3. ⽅法が分からない
4. その他（記述）
⇒

未回答
設問あり

未回答
設問あり

未回答
設問あり

 Ⅶ. その他

未回答
設問あり

市町村として、かかりつけ医機能を含めた地域の医療提供体制にどのように取り組んでいますか。(⾃由記載)

 Ⅵ. かかりつけ医機能報告制度について

あてはまる場合「１」を選択

未回答・エラーのある設問があります。再度ご確認下さい。
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⇒コーディネーターについて（参考資料はこちら）

F１ 本調査票の提出先となる⾃治体の「市町村コード」または「都道府県コード」を記⼊してください。

F1-1. 市町村に提出される場合 F1-1 市町村名
「⾃治体コード」シートの「市町村コード」（5桁）を参照し、記⼊してください。

半⾓数字5桁（全⾓数字は不可） ↑市町村名が正しいか御確認ください

F1-2. 都道府県に提出される場合 F1-2 都道府県名
「⾃治体コード」シートの「都道府県」（2桁）を参照し、記⼊してください。

半⾓数字2桁（全⾓数字は不可） ↑都道府県名が正しいか御確認ください

問1 勤務状況を教えてください。
問1

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤

1-1. 「3.⾮常勤」を選択された⽅に伺います。勤務時間を教えてください。（記述）
１週あたりの
出勤⽇数を⼊⼒

１⽇あたりの
勤務時間を⼊⼒
（例︓4.5時間）

問2 所属先を教えてください。
問2

1. 病院（⼤学病院以外）
2. 病院（⼤学病院）
3. 診療所
4. 薬局
5. 訪問看護事業所
6. 医師会
7. ⻭科医師会
8. 薬剤師会
9. 看護協会
10. 栄養⼠会
11. 栄養ケア・ステーション
12. 理学療法⼠会
13. 作業療法⼠会
14. ⾔語聴覚⼠協会
15. リハビリテーション協議会
16. 都道府県
17. 保健所
18. 市町村
19. 地域包括⽀援センター
20. 社会福祉協議会
21. その他（記述）
⇒

問3 職種または保有資格等を教えてください。（複数回答）
問3

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 薬剤師
4. 保健師
5. 看護師
6. ⻭科衛⽣⼠
7. 介護⽀援専⾨員
8. 管理栄養⼠
9. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）
10. 理学療法⼠
11. 作業療法⼠
12. ⾔語聴覚⼠
13. 社会福祉⼠
14. 介護福祉⼠
15. 精神保健福祉⼠
16. 医療ソーシャルワーカー
17. ⾃治体担当者（⾏政職）
18. ⾃治体担当者（専⾨職）
19. その他（記述）
⇒

問4 コーディネーターとしての経験年数を教えてください。（記述）（※前職でも実施の場合は通算年数を⼊⼒してください）
〇年 〇ヶ⽉

問５ コーディネーターとしての活動圏域を教えてください。（複数選択）
問５

1. 市町村
2. 郡市区医師会単位
3. ２次医療圏
4. 保健所単位
5. 都道府県
6. その他（記述）
⇒

  令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業   コーディネーター調査票

 Ⅱ.コーディネーターについて

未回答
設問あり

未回答
設問あり

〇 本調査は、コーディネーターの⽅が御回答ください。

 Ⅰ.基本情報

〇 回答欄は⻘いセルです。原則１問につき回答はひとつですが、複数を選んでいただく場合は、質問⽂に「複数回答」と記載しています。
〇 「記述」については必須回答、「⾃由記載」については任意回答です。概ね200字程度が⾒える⼤きさですが、それ以上⼊⼒していただいた場合もデータ上で確認できます。
〇  記述及び⾃由記載部分につきまして、関連するURL等があれば併せて記載ください。
〇 調査時点は、令和6年8⽉1⽇とします。

御回答⽅法

未回答
設問あり

未回答
設問あり

あてはまる場合
「１」を選択

本調査票における「在宅医療・介護連携推進事業コーディネーター」とは、⾃治体における在宅医療・介護連携に係る体制整備を推進していくことを⽬的とし、実施主体である市町村と連携して在宅医療・介護連
携推進事業におけるコーディネート機能（主に多機関に所属する多職種の連携推進や⼈材育成）を果たす⽅です。なお、「コーディネーター」という名称を使⽤していなくとも、定義に該当している場合において
は回答をお願いします。コーディネーターの定義等については、参考資料を参照してください。

あてはまる場合
「１」を選択

未回答
設問あり

未回答
設問あり
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問６ 業務について教えてください。
6-1. 業務の実施形態を教えてください。

問6-1
1. 直営
2. 委託

6-2.
問6-2

1. 常勤（週５・フルタイム勤務）・専従
2. 常勤・兼務
3. ⾮常勤

6-3.
問6-3

1. 医療・介護に係る資源確保や活⽤等に関する検討及び⽀援
2. 在宅医療・介護連携推進に係る実態把握や課題の抽出
3. 課題解決に係る事業の企画⽴案や運営⽀援
4. 在宅医療・介護間の情報共有に関する検討及び⽀援
5. 多職種間の連携やネットワーク構築の推進
6. 医師会をはじめとする地域の関係団体等との連携
7. 医療に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
8. 介護に係る専⾨職等の⼈材育成・確保
9. 地域住⺠への普及啓発
10. 医療・介護に係る専⾨職等（地域の関係団体等含む）への相談⽀援
11. 地域住⺠への相談⽀援
12. 都道府県内のコーディネーターとの連携
13. 他都道府県及び市町村のコーディネーターとの連携
14. ⾃治体職員との連携
15. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）への参加
16. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（市町村実施）の運営
17. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）への参加
18. 在宅医療・介護連携の推進に係る協議会（都道府県実施）の運営
19. 地域ケア会議への参加
20. 地域医療構想調整会議への参加
21. 医療計画に係る会議等への参加
22. その他（記述）
⇒

6-4.

問6-4
1. はい
2. いいえ

6-4-1. 問6-4で「1.はい」と回答した⽅に伺います。貴⽅は基幹的なコーディネーターですか。
問6-4-1

1. はい
2. いいえ

6-4-2. 引き続き問6-4で「1.はい」と回答した⽅に伺います。基幹的なコーディネーターと現場的なコーディネーターとの関わりについて、各々の配置場所等を含めて具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

6-5. コーディネーターの配置が有効な取り組みを具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

6-6. コーディネーターとして活動する上で、課題があれば具体的に教えてください。（複数回答）
問6-6

1. 医療部局と介護部局等の部⾨を超えた連携が進まない
2. コーディネーターの役割が関係者に認識されていない
3. 業務量に⾒合った⼈数が確保されていない
4. 現場の情報の収集⽅法がわからない
5. 地域課題の分析・把握⽅法がわからない
6. 関係団体等との連携が難しい
7. 医療と介護の知識の両⽅の取得が難しい
8. ⾃治体や事業所等の利⽤しているICTツールが異なり、連携が難しい
9. 地域の医療や介護の関係機関の協⼒が得られない
10. 地域に医療や介護の資源が乏しい
11. スキルアップの⽅法がわからない
12. 知識やノウハウ等の育成に係る研修プログラムがない
13. コーディネーター同⼠の情報共有や連携が不⼗分である
14. その他（記述）
⇒

6-7. コーディネーターとして活動する上で、受けてみたい研修はありますか。（複数回答）
問6-7

1. 在宅医療・介護連携に関連する制度に関すること
2. 在宅医療・介護連携コーディネーターの機能や役割に関すること
3. 在宅医療連携拠点との連携や協働に関すること
4. 利⽤者の状態像に応じた事例に関すること
5. コミュニケーションスキルに関すること
6. 共通認識醸成のための取組に関すること
7. 地域資源の活⽤に関すること
8. その他（記述）
⇒

6-8. コーディネーターとして活動する上で、市町村や都道府県、国に⽀援してほしいこと等があれば、要望先の対象を明記の上、具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

未回答
設問あり

未回答
設問あり

あてはまる場合
「１」を選択

貴⽅の所属先を管轄する⾃治体においては、現場的なコーディネーターと併せて基幹的なコーディネーターの配置がなされていますか。
（※基幹的なコーディネーターとは、コーディネーターの教育や統括等を実施する⽅、地域の情報収集・分析し政策⽴案を助⼒することを想定して

未回答
設問あり

あてはまる場合
「１」を選択

御⾃⾝を含む所属先のコーディネーターの⼈数を教えてください。（記述）

業務内容を教えてください。（複数回答）

あてはまる場合
「１」を選択

未回答
設問あり

未回答
設問あり

未回答
設問あり

302



コーディネーター調査票

問7 「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組※」について取り組んでいるかを教えてください。
※医師、⻭科医師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、管理栄養⼠、⻭科衛⽣⼠等の多職種による⼀体的なリハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び⼝腔管理（以下、「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」）

問7
1. 取り組んでいる
2. 取り組んでいない
3. わからない

問8 「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる場合の実施内容を教えてください。（複数回答）
問8

1. 専⾨職等の関係者の協議の場の設定
2. 専⾨職等の関係者のネットワークの形成
3. 専⾨職等の関係者の情報共有に係るツールの作成
4. 専⾨職等の研修の実施
5. 医療および介護関係者への情報提供
6. 地域住⺠への研修や周知
7. 誤嚥性肺炎のリスクマネジメント及び対応
8. 摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメント及び対応
9. 褥瘡マネジメント及び対応
10. その他
⇒

問9 「リハビリテーション、栄養、⼝腔の⼀体的取組」について取り組んでいる事例があれば⾃治体名と内容を具体的に教えてください。（⾃由記載）

⇒

問10 「誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応」、「摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応」及び「褥瘡マネジメントおよび対応」に関し、連携している職種または保有資格を教えてください。（複数回答）

1. 医師
2. ⻭科医師
3. 薬剤師
4. 保健師
5. 看護師
6. 理学療法⼠
7. 作業療法⼠
8. ⾔語聴覚⼠
9. 管理栄養⼠
10. 栄養⼠（管理栄養⼠を除く）
11. ⻭科衛⽣⼠
12. 社会福祉⼠
13. 介護福祉⼠
14. 介護⽀援専⾨員
15. 地域包括⽀援センター職員
16. 医療ソーシャルワーカー
17. 都道府県職員
18. 市町村職員
19. その他（記述）
⇒ 問10－1誤嚥性肺炎のリスクマネジメントおよび対応
問10－2摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメントおよび対応
問10－3褥瘡マネジメントおよび対応

未回答
設問あり

問10－3
褥瘡マネジメントおよび対応

未回答
設問あり

問10－1
誤嚥性肺炎のリスクマネジメント

および対応

問10－2
摂⾷嚥下障害や⾷⽀援のマネジメント

および対応

あてはまる場合
「１」を選択

あてはまる場合
「１」を選択

未回答・エラーのある設問があります。再度ご確認下さい。

 Ⅲ.多職種連携について
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研修会議Ⅰのプログラム
登壇者実施内容プログラム⽬的所要時間
厚⽣労働省開会挨拶10:00~10:05

○第1部 ⾏政説明︓国の施策を詳しく聞いてみよう︕
厚⽣労働省⽼健局⽼⼈保健課①「在宅医療・介護連携推進事業の概要について」国の最新の施策動

向を知る
10:05〜10:25

厚⽣労働省医政局総務課②「かかりつけ医機能報告の創設について」10:25〜10:45
厚⽣労働省医政局
地域医療計画課

➂「在宅医療と介護の連携体制の構築に向けて」10:45〜11:05

＊事前質問を受け付け、それに回答する形。事前質問への回答11:05〜11:20
○第２部 基調講演︓事業マネジメントの⽅法を学ぼう︕

川越委員⻑⾃治体の具体的な悩みより、具体な取組事例を踏まえ上⼿
くいった点等を⽰しながら事業マネジメントの⽅法を理解
する ＊個別⽀援と地域⽀援についても触れる

基調講演「事業マネジメントの基本とその進め⽅」事業マネジメント
の展開⽅法を学ぶ11:20〜12:00

昼休憩12:00〜13:00
○第３部 事例紹介︓事業を実際に回しているところはどういうやり⽅をしているのかを学んでみよう︕

市町村+コーディネーター
＊東京都稲城市+コーディ
ネーター

市町村と医師会のエリアが同じ市町村の展開事例（市町村
職員(事務系）がコーディネーターを担っている事例）
＊個別ケースから地域課題への展開、コーディネーターと
どう連携しているか

事例報告①︓在宅医療・介護連携の関係者・機関の取組
「在宅医療・介護連携の関係者・機関の役割を知る①」

関係者それぞれの
役割を知る。そし
て、⾃分の役割を
再認識する

13:00〜13:30

市町村+コーディネーター
＊新潟県新発⽥市
医師会所属のコーディネー
ター
＋新潟県胎内市

市町村と医師会のエリアが異なる市町村の展開事例（複数
市町村と１医師会が連携する事例）
＊複数市を跨ぐ事業運営体制の中でのコーディネーターの
役割、取組内容、⾏政とコーディネーターの連携⽅法

事例報告②︓在宅医療・介護連携の関係者・機関の取組
「在宅医療・介護連携の関係者・機関の役割を知る②」

13:30〜14:00

市町村兼コーディネーター
＊広島県廿⽇市市の吉和地区

⼩規模地域での展開事例（市町村職員(保健師）がコーディ
ネーターを担っている事例）
＊複合的な機能を担う拠点の紹介、コーディネーターの取
組活動、地域との連動、他地区への展開取組

事例報告③︓在宅医療・介護連携の関係者・機関の取組
「在宅医療・介護連携の関係者・機関の役割を知る③」14:00〜14:30

質疑応答14:30〜15:00
休憩15:00〜15:15

○第4部 意⾒交換︓今⽇学んだことをどう活かすかを考えてみよう︕
WG委員はグループ巡回それぞれの取組や、今⽇感じたことについて皆で共有する

アウトプットする
意⾒交換（グループディスカッション）
＊参加者数の関係よりグループはランダム設定15:15〜15:45

WG委員講師総括・研修会議Ⅱの紹介15:45〜15:55
事務局閉会・事務連絡15:55〜16:00 0
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在宅医療・介護連携推進支援事業に係る調査等一式 

研修会議Ⅱ 研修資料 

東京開催：令和６年 11 月 15 日（金） 

大阪開催： 11 月 21 日（木） 

福岡開催： 11 月 22 日（金） 
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事業マネジメントのあるべき展開⽅法と現状・課題
ー在宅医療・介護連携推進事業を例にー

令和6年度都道府県・市町村担当者等研修会議Ⅱ_講義資料

(株)⽇本医療総合研究所 地域づくり推進部⻑
認知症介護研究・研修東京センター特別研究員

川越雅弘

（内容）
１．在宅医療・介護連携推進事業の「⽬的」とは
２．事業のあるべき展開⽅法と現状
３．現状をあるべき展開⽅法に近づけるための改善ポイントとは

１．在宅医療・介護連携推進事業の「⽬的」とは

2

416



出所）「地域包括ケアシステムの構築に向けて」、第46回介護保険部会資料3（2013/8/28）に加筆

地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携の位置づけと⽬的

3

ここが⽬的

医療・介護の連携強化

２．事業のあるべき展開⽅法と現状

4
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出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介
護保険事業（⽀援）計画の進捗管理の
⼿引き（2018.7.30）を⼀部改変

事業のあるべき展開⽅法とは
ー厚⽣労働省「介護保険事業(⽀援)計画の進捗管理の⼿引きより」ー

課題設定・具体化 効果的な対策の検討 評価・⾒直し実⾏

5

 課題とは、「⽬指す姿」と「現状」のギャップのこと。マネジメントとは、様々な対策により、現状を⽬指す姿に近づけること
（＝課題を解決すること）である。

 様々な対策の中から、効果的な対策を選択するためには、現状を引き起こしている要因や原因をおさえる必要がある。これ
を「要因分析」という。これら分析を通じて、より結果的な対策を関係者で検討・選択し、実⾏していくことになる。

 課題解決に向けた⼀連の展開⼿順を⽰したものが「PDCAサイクル」で、①課題設定(Step1〜3)、②効果的な対策の検
討・実施(Step4〜6)、③評価(Step7)から構成される。

【Step1】⽬指していること／
⽬指したいこと

【Step2】現状把握

対策 (＝取組) の実施

【Step7】効果確認
・対策によって，現状が⽬指
す姿にどの程度近づいたか
を確認するために、何らかの
指標を置いて確認する。

【Step3】課題の選定
・両者のギャップから課題を抽
出した上で、取り組むべき
課題を絞り込み、課題を具
体化する。

【Step5・6】対策⽴案・実⾏
・現状を⽬指す姿に近づける
ために、関係者で対策を検
討・選択し、実⾏する。

【Step4】要因分析
・効果的な対策を実⾏する
ために、現状を引き起こして
いる要因の分析を⾏う。

出所）川越作成

図. マネジメントの構造とは 図. あるべき展開⽅法
現状・課題を共有しながら、課題
解決シナリオを、現場を知る⼈(専
⾨職・コーディネーター・相談員など)

と市町村が⼀緒に考える

協議体などを活⽤し、関係団体・関
係者の意⾒をまとめあげながら、

対策を進めていく

6

【基本⽬標】

【在宅医療・介護連携推進事業】
① 医療・介護サービス資源の把握
② 連携課題の抽出と対応の協議
③ 切れ⽬ない在宅医療と介護提供

体制の構築
④ 専⾨職間の情報共有⽀援
⑤ 在宅医療・介護連携に関する相談

⽀援
⑥ 在宅医療・介護関係者への研修
⑦ 地域住⺠への普及啓発
⑧ 関係市町との連携

・⽬指す姿を置いているが、抽象的なままで、⽬標達成に何が必要かが検討されていない（⽬的意識が弱い）。
・⽬指す姿の達成よりも、事業や施策をどう展開するかに意識が向いている（⼿段から考えるくせが付いている）。
・効果的対策を講じるためには、病院とケアマネの連携が弱い部分の絞り込みや要因分析（どこが弱い？なぜ弱い？）
を把握する必要があるが、こうした分析は⾏われていない（要因分析がないまま対策が検討されている）。

・対策により「何がどうなることを期待したか」が設定されていない。そのため、①何で効果を確認するのか、②どうやって確認
するのか、③確認するためのデータをどうやって⼊⼿するのかなども検討できていない（評価が出来ない）。

（課題）
・病院とケアマネの連携が弱い

（対策）
・退院⽀援ルールを作る
・研修会を開催する など

よくみられる課題設定と対策

国の⼿順とどこが違うのか？

事業計画の策定例からみた事業マネジメントの現状・課題

418



３．現状をあるべき展開⽅法に近づけるための
改善ポイント

7

出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介護保険事業（⽀援）計画の進捗管理の⼿引き（2018/7/30）より引⽤

あるべき事業展開⽅法に近づけるための強化ポイント

8

【ポイント1】
現状(住⺠・家族に起こっていること
／困っていること、連携の現状等)
を確認しながら、地域で課題すべき
課題(地域課題)を具体化する。

（演習①）

【ポイント3】
演習①・②で具体化した解決すべ
き課題について、コーディネーター等
と⼀緒に、原因と対策を考える。

（演習③）

【ポイント2】
課題解決により、何がどうなるこ
とを期待したかを整理し、評価

指標を考える。
（演習②）
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【問1】看取りに関して、「本⼈・家族にとって不利益なこと」が起こっていませんか？ あれば挙げてみて下さい。
（例１）がんの看取りを⾏ってくれる医師がなかなか⾒つからず、家族が困っていた
（例２）⾃宅で看取る予定であったが、家族が救急⾞を呼んでしまい、病院で亡くなってしまった

【演習①：個別課題から地域課題への展開⽅法を体感しよう！】
＜個⼈ワークシート＞本⼈・家族に起こっている不利益なことを挙げてみよう！

21

43

【問2】⼊退院に関して、「本⼈・家族にとって不利益なこと」が起こっていませんか？ あれば挙げてみて下さい。

21

43

【問3】急変時対応に関して、「本⼈・家族にとって不利益なこと」が起こっていませんか？ あれば挙げてみて下さい。

21

43

【問4】⽇常療養に関して、「本⼈・家族にとって不利益なこと」が起こっていませんか？ あれば挙げてみて下さい。

21

43

【問1】看取りに関して、メンバーから挙がってきた「本⼈・家族にとって不利益なこと」を整理してください（最⼤12まで）。
その中から、「地域で最も解決したいと思うもの」の番号に〇をつけてください。

21

43

65

87

109

1211

【演習①：個別課題から地域課題への展開⽅法を体感しよう！】
＜グループワークシート＞本⼈・家族に起こっている不利益なことを整理しよう！

【問2】⼊退院に関して、メンバーから挙がってきた「本⼈・家族にとって不利益なこと」を整理してください（最⼤12まで）。
その中から、「地域で最も解決したいと思うもの」の番号に〇をつけてください。

21

43

65

87

109

1211
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【問3】急変時対応に関して、メンバーから挙がってきた「本⼈・家族にとって不利益なこと」を整理してください（最⼤12まで）。
その中から、「地域で最も解決したいこと」の番号に〇をつけてください。

21

43

65

87

109

1211

【演習①：個別課題から地域課題への展開⽅法を体感しよう！】
＜グループワークシート＞本⼈・家族に起こっている不利益なことを整理しよう！

【問4】⽇常療養に関して、メンバーから挙がってきた「本⼈・家族にとって不利益なこと」を整理してください（最⼤12まで）。
その中から、「地域で最も解決したいこと」の番号に〇をつけてください。

21

43

65

87

109

1211
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演習②（評価の考え⽅を学ぼう！）を
⾏うに当たって

1

事業マネジメントの構造と評価の位置づけ

2

 課題とは、「⽬指す姿」と「現状」のギャップのこと。マネジメントとは、様々な対策により、現状を⽬指す姿に近づけること（＝
課題を解決すること）である。

 様々な対策の中から、効果的な対策を選択するためには、現状を引き起こしている要因や原因をおさえる必要がある。これ
を「要因分析」という。これら分析を通じて、より結果的な対策を関係者で検討・選択し、実⾏していくことになる。

 課題解決に向けた⼀連の展開⼿順を⽰したものが「PDCAサイクル」で、①課題設定(Step1〜3)、②効果的な対策の検
討・実施(Step4〜6)、③評価(Step7)から構成される。

【Step1】⽬指したいこと
（⽬標・ゴール）

【Step2】現状把握

対策 (＝取組) の実施

【Step7】効果確認
・対策によって，現状が⽬指
す姿にどの程度近づいたか
を確認するために、何らかの
指標を置いて確認する。

【Step3】課題の選定
・両者のギャップから課題を抽
出した上で、取り組むべき
課題を絞り込み、課題を具
体化する。

【Step5・6】対策⽴案・実⾏
・現状を⽬指す姿に近づける
ために、関係者で対策を検
討・選択し、実⾏する。

【Step4】要因分析
・効果的な対策を実⾏する
ために、現状を引き起こして
いる要因の分析を⾏う。

出所）川越作成

図. マネジメントの構造と評価の位置づけ
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3出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介護保険事業（⽀援）計画の進捗管理の⼿引き（2018/7/30）より引⽤

「指標の現状値」の把握と「対策実施後の変化」の把握の流れ

⽬指す姿に近づいている
かどうかを確認するための
「指標」を決定し、その指
標の現状値を把握する

対策を実施した後の
指標の変化を確認する

4

• 評価とは、「期待したこと」と「現状」を⽐較し、何がどこまで達成できたか（現状が⽬指す姿
に近づいているのかどうか、どの程度近づいたのかなど）を確認する作業のこと。

• したがって、まずは、施策や事業に対して「何を期待したか」「⽬標をどう設定したか」を確認・
整理しましょう！

• 効果確認は，「現在の施策や事業のどの部分をどのように改善するか」のヒントを得るために
⾏うもの。効果確認⾃体が⽬的ではありません！

ポイント

図.評価の⼿順

「評価」とは、期待した効果・成果の達成状況を確認する作業のこと

出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介護保険事業（⽀援）
計画の進捗管理の⼿引き（2018/7/30）より引⽤

指標の設定
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演習シート

5

演習①で挙げた「地域で解決したいこと（地域課題）」

・

地域課題の解決に向けて、あなたは様々な対策をとっています。
もし、演習①で挙げた地域課題が解決したら、何がどうなることを期待しますか？

21患者／家族に
対する成果 43

21専⾨職に
対する成果 43

21地域住⺠に
対する成果 43

21その他の
成果 43

【演習②：評価の考え⽅を学ぼう！】
＜個⼈ワークシート＞対策の成果として期待することを挙げてみよう！
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演習①で挙げた「地域で解決したいこと（地域課題）」

・

演習①で挙げた地域課題が解決したら、何がどうなることを期待しますか？
その上で、全体の中から、特に期待することを３つ選び、番号に〇をつけてください。

21

患者／家族に
対する成果 43

65

21

専⾨職に
対する成果 43

65

21

地域住⺠に
対する成果 43

65

21

その他の
成果 43

65

【演習②：評価の考え⽅を学ぼう！】
＜グループワークシート＞対策の成果として挙がってきたことを整理しよう！
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演習③（課題解決に向けたシナリオを考えてみよう！）
を⾏うに当たって

1

出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介
護保険事業（⽀援）計画の進捗管理の
⼿引き（2018.7.30）を⼀部改変

事業のあるべき展開⽅法とは
ー厚⽣労働省「介護保険事業(⽀援)計画の進捗管理の⼿引きより」ー

課題設定・具体化 効果的な対策の検討 評価・⾒直し実⾏

2

 課題とは、「⽬指す姿」と「現状」のギャップのこと。マネジメントとは、様々な対策により、現状を⽬指す姿に近づけること
（＝課題を解決すること）である。

 様々な対策の中から、効果的な対策を選択するためには、現状を引き起こしている要因や原因をおさえる必要がある。これ
を「要因分析」という。これら分析を通じて、より結果的な対策を関係者で検討・選択し、実⾏していくことになる。

 課題解決に向けた⼀連の展開⼿順を⽰したものが「PDCAサイクル」で、①課題設定(Step1〜3)、②効果的な対策の検
討・実施(Step4〜6)、③評価(Step7)から構成される。

【Step1】⽬指していること／
⽬指したいこと

【Step2】現状把握

対策 (＝取組) の実施

【Step7】効果確認
・対策によって，現状が⽬指
す姿にどの程度近づいたか
を確認するために、何らかの
指標を置いて確認する。

【Step3】課題の選定
・両者のギャップから課題を抽
出した上で、取り組むべき
課題を絞り込み、課題を具
体化する。

【Step5・6】対策⽴案・実⾏
・現状を⽬指す姿に近づける
ために、関係者で対策を検
討・選択し、実⾏する。

【Step4】要因分析
・効果的な対策を実⾏する
ために、現状を引き起こして
いる要因の分析を⾏う。

出所）川越作成

図. マネジメントの構造とは 図. あるべき展開⽅法
現状・課題を共有しながら、課題
解決シナリオを、現場を知る⼈(専
⾨職・コーディネーター・相談員など)

と市町村が⼀緒に考える

協議体などを活⽤し、関係団体・関
係者の意⾒をまとめあげながら、

対策を進めていく
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演習シート

3

【演習③】 ⽬指す姿⇒原因と対策⇒評価までの⼀連のプロセスを考える

対策の内容は？誰に対する対策？
・・対策1
・・対策2
・・対策3

【問4】現状を⽬指す姿に近づけるための対策を、最も⼤きな原因を意識しながら考えてみて下さい。

【問3】「現状」は「⽬指す姿」になっていません。考えられる原因(最⼤4つ)、最も⼤きな原因を挙げて下さい。

【問1】取り組みたい具体的なテーマを記載下さい（午前中の演習で設定した地域課題を転記）。
・テーマ

【問2】問1のテーマの「⽬指す姿」は何ですか？（※地域課題を「できる」表現に変えるイメージ）
・⽬指す姿

・原因2・原因1
・原因4・原因3

・対処すべき原因

何の指標で測る？何がどうなることを期待しますか？
・・期待値1
・・期待値2
・・期待値3

【問5】問4の対策をとることで何がどうなることを期待しますか。また、それを何の指標で測りますか？
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在宅医療・介護連携推進事業の進め⽅
（おさらい）

（内容）
１．マネジメントの基本構造とPDCAサイクル
２．現在の展開⽅法をあるべき展開⽅法に近づけるための改善ポイント

令和6年度都道府県・市町村担当者等研修会議Ⅱ_講義資料

(株)⽇本医療総合研究所 地域づくり推進部⻑
認知症介護研究・研修東京センター特別研究員

川越雅弘

１．マネジメントの基本構造とPDCAサイクル

2
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出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介
護保険事業（⽀援）計画の進捗管理の
⼿引き（2018.7.30）を⼀部改変

事業のあるべき展開⽅法とは
ー厚⽣労働省「介護保険事業(⽀援)計画の進捗管理の⼿引きより」ー

課題設定・具体化 効果的な対策の検討 評価・⾒直し実⾏

3

 課題とは、「⽬指す姿」と「現状」のギャップのこと。マネジメントとは、様々な対策により、現状を⽬指す姿に近づけること
（＝課題を解決すること）である。

 様々な対策の中から、効果的な対策を選択するためには、現状を引き起こしている要因や原因をおさえる必要がある。これ
を「要因分析」という。これら分析を通じて、より結果的な対策を関係者で検討・選択し、実⾏していくことになる。

 課題解決に向けた⼀連の展開⼿順を⽰したものが「PDCAサイクル」で、①課題設定(Step1〜3)、②効果的な対策の検
討・実施(Step4〜6)、③評価(Step7)から構成される。

【Step1】⽬指していること／
⽬指したいこと

【Step2】現状把握

対策 (＝取組) の実施

【Step7】効果確認
・対策によって，現状が⽬指
す姿にどの程度近づいたか
を確認するために、何らかの
指標を置いて確認する。

【Step3】課題の選定
・両者のギャップから課題を抽
出した上で、取り組むべき
課題を絞り込み、課題を具
体化する。

【Step5・6】対策⽴案・実⾏
・現状を⽬指す姿に近づける
ために、関係者で対策を検
討・選択し、実⾏する。

【Step4】要因分析
・効果的な対策を実⾏する
ために、現状を引き起こして
いる要因の分析を⾏う。

出所）川越作成

図. マネジメントの構造とは 図. あるべき展開⽅法
現状・課題を共有しながら、課題
解決シナリオを、現場を知る⼈(専
⾨職・コーディネーター・相談員など)

と市町村が⼀緒に考える

協議体などを活⽤し、関係団体・関
係者の意⾒をまとめあげながら、

対策を進めていく

２．現在の展開⽅法をあるべき展開⽅法に近づけるための
改善ポイント

4
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出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介護保険事業（⽀援）計画
の進捗管理の⼿引き（2018/7/30）より引⽤

現状をあるべき展開⽅法に近づけるための強化ポイントとは

5

【ポイント1】
皆で⽬指す地域
の姿を関係者で
検討し、設定する。

【ポイント2】
現状は、より
詳しい現場の
⼈に聞く。

【ポイント3】
課題の所在を
具体化する。

【ポイント4】
具体化した解決すべき課
題について、関係者と⼀緒
に、原因と対策を考える。

【ポイント5】
施策に期待したことは何か、それを何の指
標で測るかを検討した上で、対策実施後の
状況をモニタリングし、期待値と⽐較する。
その上で、現⾏の対策のどこをどう変えてい

くかを考える、

【ポイント6】
⽬指していることの実現に
つながる対策になっている
かの視点で、⼀連の解決
シナリオを振り返る。

【ポイント1】
事業・施策の⽬的を

あなたが意識する／関係者に意識させる

6

その結果
 関係者のゴールのイメージが揃ってくる。
 何のために、何を期待して対策を講じてきたのかが意識されるようになる。
 評価指標を考えやすくなる。
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 例えば、在宅医療・介護連携推進事業では、住⺠・家族・専⾨職・⾏政等の関係者が、同じゴールを
⽬指して協働することが求められていますが、各関係者の「⽬指す姿」のイメージも「現状認識」も違いま
す。したがって、両者のギャップである課題認識も、当然異なることになります。

 課題を共有するため、まず、関係者と⼀緒に「どのような地域を⽬指すのか」を検討・共有しましょう。
同事業の⽬的は、「認知症や重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で、⾃分らしい暮らしを
⼈⽣の最期まで続けられる」でしたので、この⽂⾔を参考に検討するとよいでしょう。

 また、同事業では、4つの場⾯(⽇常療養⽀援／⼊退院⽀援／急変時対応／看取り)ごとに提供体
制の構築や連携の質向上を図ることになっています。⼊退院⽀援であれば、「何のために⼊退院時に
連携するのか？」の視点から、⽬指す姿を検討してみましょう。

ポイント

出所）筆者作成
7

図. まずは、関係者間で、「⽬指す姿」のイメージを揃えましょう！

なぜ、⽬指す姿(=⽬的)を関係者で検討・共有する必要があるのか？

①⽬指すことの
イメージを揃える

②現状認識を
揃える

③⽬指すことと現状認識
が揃うと、その結果として、
課題認識も揃ってくる

出所）⼤阪府⼊退院⽀援の⼿引き：病院から住み
慣れた暮しの場へ〜地域みんなで取り組む⼊退
院⽀援〜（2018年3⽉）を⼀部改変

⼊退院⽀援における⽬指す姿の設定イメージ
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【ポイント2】
現状・課題、解決策は、現場に詳しい⼈に聞く

9

その結果
 現状や課題を正しく認識できるようになる。
 業務を効率的かつ効果的に回すことができるようになる。
 ⾏政と専⾨職の得意分野を⽣かした連携ができるようになる。

ヒアリングを⽤いた現状・課題把握の例

10

 現状把握の⽅法としては、①既存データ分析、②アンケート、③事例検討、④ヒアリングなどがあります。
知りたいこと、知りたいレベルに応じて、最適な⽅法を選択しましょう。

 連携の現状を把握する⽅法としては、住⺠や専⾨職へのヒアリングも有効な⼿法です(下図参照)。

＜住⺠の声から＞ ※住⺠の声も、住⺠と接している専⾨職に聞いてもらえばよい
 退院患者や家族は、退院時に、様々な不安（体調のこと、再発のこと、今後の過ごし⽅、家族に
負担をかけること、費⽤のことなど）を感じていた。

 治療に関すること、薬の飲み⽅、今後起こり得る症状などの説明は受けていたが、その内容が⼗分
には理解できていなかった。

 急変が起こった場合の対処⽅法も聞いていたが、出来るかどうか不安を感じていた。
 緊急⼊院で、⾃宅から離れた病院に⼊院した。今後、この病院に通院することになるが、通院時の
移動⼿段など、どうしたらよいか困っていた。

＜専⾨職の声から＞
 患者や家族の不安などの話をゆっくり聞ける状況やそのための時間を、病院ではなかなか作りにくい
（病院関係者）。

 ⾃宅に退院できるかどうかの判断が、病院と在宅関係者では異なっている。病院は、より難しいと
判断しがちである（在宅関係者）。

 病院によっては、退院前ケアカンファレンスが開催されない場合がある。また、開催の連絡が遅くて参
加できない場合がある（在宅関係者）。

図. ヒアリングを通じて現状を把握する (⼊退院⽀援の例)

出所）厚⽣労働省⽼健局⽼⼈保健課「在宅医療・介護連携推進事業筆の⼿引き Ver.3」より引⽤

ポイント
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11

めざす看取り期の姿
を明確化

めざす姿に対する
事例の達成度をみる

• 各事例で達成できていること
• 各事例での⽬指す姿とのギャップ ⇒ 課題

めざす姿の達成に
必要な要素を抽出

• 事例を通じて得られた課題を吟味し、共通要素を抽出
• 1場⾯（例︓看取り）につき４つの要素にまとめた

具体的⽬標の設定 • めざす看取り期の姿を達成するための⽬標を設定

整理・分析

あるべき姿

現状

事例検討による現状・課題把握の例（東京都国⽴市の例）

12

事
例
分
析
の
具
体
例
︵
看
取
り
の
場
⾯
︶
①

出所）国⽴市地域医療計画（2019年3⽉）

注︓⼈物像の
⼀部を脚⾊す
るなど、⼈物
が特定されな
いよう配慮

めざす姿に対する
事例の達成度をみる

めざす姿の達成に
必要な要素を抽出
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【ポイント3】
解決したいテーマを具体化する

13

その結果
 原因や対策を検討しやすくなる。
 検討内容、検討結果が具体的になる。
 ⼀連のPDCAサイクルを展開しやすくなる。

「（ウ）切れ⽬のない在宅医療・介護提供体制の構築」に関して
あなたが解決が必要だと思っている具体的テーマは何ですか？

14

出所）豊明市：「ふつうに暮らせるしあわせをどう⽀えるか」地域資源の発掘と新しい価
値観の創造を⽬指して、第136回市町村職員を対象とするセミナー(2018年9⽉
21⽇)より引⽤
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【ポイント4】
根本原因を関係者を交えて検討した上で、対策を検討する

（誰に対してどんな対策を打つのか？）

15

その結果
 誰・何に対して対策を打つのか、その対象が明確になる。
 対策の内容が具体的になる。
 効果的な対策をうつことができる。

出所）筆者作成

16

ロジックツリーを使って、真の原因を推察し、対策の内容を考える

課題・テーマ

⾃宅に帰れそうな状態の⼈が
施設⼊所にならないようにする
ためにはどうしたらよいか？

⾃宅に戻った後の⽣活の
イメージを病院スタッフが

持てていない
病院でしか勤務した

経験がない

きちんとした医学的管理
をしないといけないと思っ

ている

⾃宅に戻った患者さんの
様⼦を知らない

病気発症後の弱い部分
しか⾒ていないので、その
⼈の強みを知ることができ

ない

病院スタッフの、地域にあ
る社会資源に対する知

識が弱い

⾃宅に戻った後の
⾒守り体制がない

家族が
介護できそうにない

なぜ？ なぜ？

ここは、病院スタッフに対する対策の話。病院スタッフの何の課題に
介⼊する？ 知識アップ？ イメージ⼒の強化？

ここは、地域資源の整
備に関する話

ここは、家族介護⼒の
強化に関する話

ここを改善したい場合は、①病院看護
師に訪問看護を体験してもらう、②訪
問看護に同⾏するなどの対策が

考えられる。

ここを改善したい場合は、①病院・訪
問看護師・看多機・外来看護師で定
期的な情報交換会を開催する、②訪
問看護ステーションや看多機事業所の
⾒学会を開催する、③退院先を決め
る院内会議に、訪問看護師などを⼊
れるなどの対策が考えられる。
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【ポイント5】
⽬的を意識した上で、対策に期待したことを整理し、

現状と⽐べる

17

その結果
 対策に期待したことを再認識できる。
 何の現状を⾒に⾏けばよいかのイメージを持つことができる。
 何が達成できたのか、できなかったのかを整理することができる。

18

• 評価とは、「期待したこと」と「現状」を⽐較し、何がどこまで達成できたか（現状が⽬指す姿
に近づいているのかどうか、どの程度近づいたのかなど）を確認する作業のこと。

• したがって、まずは、施策や事業に対して「何を期待したか」「⽬標をどう設定したか」を確認・
整理しましょう！

• 効果確認は，「現在の施策や事業のどの部分をどのように改善するか」のヒントを得るために
⾏うもの。効果確認⾃体が⽬的ではありません！

ポイント

図.評価の⼿順

「評価」とは、期待した効果・成果の達成状況を確認する作業のこと

出所）厚⽣労働省⽼健局介護保険計画課：介護保険事業（⽀援）
計画の進捗管理の⼿引き（2018/7/30）より引⽤
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【ポイント6】
⽬指していることの解決につながるような対策になっているか

の視点で、現在の解決シナリオを振り返る

19

その結果
 ⽬的や⽬標達成に向けた効果的な対策を検討することができる。

東京都稲城市の検討例

対策の内容は？誰に対する対策？
・看取るプロセスを知り、在宅看取りの⼼理的準備性を⾼める・家族対策1
・痩せる等、在宅看取りまでのプロセスを家族に説明するスキル獲得⽀援・ケアマネ、訪看対策2
・在宅看取りプロセスを家族に説明する演習や資料の作成・ケアマネ、訪看、医師対策3

【問4】現状を⽬指す姿に近づけるための対策を、最も⼤きな原因を意識しながら考えてみて下さい。

【問3】「現状」は「⽬指す姿」になっていません。考えられる原因(最⼤4つ)、最も⼤きな原因を挙げて下さい。

【問1】解決したい具体的なテーマを１つ決めて下さい。
【看取り】終末期に本⼈の意向に沿えず、家族が⼊院を選ぶことがあるテーマ

【問2】問1のテーマの「⽬指す姿」は何ですか？
・終末期であっても、在宅サービスを使うことで本⼈の意向を尊重した在宅⽣活を継続できる⽬指す姿

・衰弱すると家族が不安になる原因2・本⼈の意向を具体的に確認できていない原因1
・不安になると在宅医でなく救急⾞に連絡原因4・看取り経験少ないケアマネも不安になる原因3

・専⾨職が家族に看取るプロセスを説明していないため、家族の不安が⾼まり⼊院へ最も⼤きな原因

何の指標で測る？何がどうなることを期待しますか？
・説明スキルのアンケート、試験・ケアマネ等が説明できるスキルがあがる期待値1
・説明した経験等の確認(アンケート)・ケアマネ等が家族に実際に説明するようになる期待値2
・家族の安⼼感等のヒアリング、アンケート・説明により家族等が理解し、安⼼する期待値3

【問5】問4の対策をとることで何がどうなることを期待しますか。また、それを何の指標で測りますか？
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令和６年度厚⽣労働省⽼健局委託事業 在宅医療・介護連携推進⽀援事業

在宅医療・介護連携推進⽀援事業に係るプラットフォームについて

株式会社⽇本能率協会総合研究所
社会イノベーション研究事業本部

研究員 遠藤 慧⼀郎
〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-22 ⽇本能率協会ビル５階

在宅医療・介護連携推進事業
〜研修会議Ⅱ（基礎演習）〜

在宅医療・介護連携推進事業に係るプラットフォームの開発の概要

 本事業では、地域の実情にあわせた在宅医療・介護連携に関する取組のより⼀層の推進・充実を図ることを⽬的として、在宅
医療・介護連携推進事業に係る実態調査、研修、プラットフォームの開発等⾏う。

 プラットフォームでは、全⾃治体の在宅医療・介護の連携に関する情報を⼀元化することで、それぞれの⾃治体の情報をいつ
でも参照できるようにする。また、関係者がプラットフォーム上で交流できる機能を搭載予定である。

1

2024年度 2025年度以降

掲載する情報

搭載する機能

その他

概要

• 過年度に作成された成果物を集約し掲載
• 本事業の各種WGと連動し、情報を収集し掲載

• 2024年度以降に作成された成果物を掲載する
• 事業担当者にとって有⽤な教材の開発・掲載

• プラットフォームの基本となる機能を搭載する
• ユーザビリティ向上の機能は優先的に搭載する

• プラットフォームのユーザーを増やす、活⽤いた
だけるような機能を搭載

• 2024年度に搭載できなかったユーザビリティの
向上のための機能を追加

• プラットフォームの運⽤状況を適切に評価するた
めに、必要な評価機能をプラットフォームに搭載

• 2024年度に搭載した機能を⽤いて、プラット
フォームの評価を⾏い、その結果に応じて必要な
改修を⾏う

• 在宅医療・介護連携を進めるにあたって、有⽤な
情報を⼀元化するとともに、情報交換の掲⽰板を
構築し、プラットフォームのたたき台を構築

• プラットフォームを実際に運⽤し、必要な改修を
⾏い、事業担当者等がプラットフォームを効果的
に活⽤
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プラットフォームに掲載するコンテンツの基本⽅針

 プラットフォームには、有⽤な情報ツールを集約に加え、在宅医療介護連携推進事業の担当者間での情報交換の場とすること
で、切れ⽬のない在宅医療・介護連携推進の実現を⽬指す。

 具体的な期待される効果としては、国からの効果的な情報発信・周知、在宅医療・介護連携推進事業に係る関係者間の認識の
統⼀化等が想定される

2

関係法令・
通知・⼿引
き等の整備

これまでの
成果物等の
整備

各⾃治体の
事例・取組掲載

既存データ及び
ツールの活⽤⽅
法の提⽰

事業担当者等を
対象とした研修
ツールの提⽰

期待される効果
○ 国からの効果的な情報発信・周知が可能
○ 在宅医療・介護連携推進事業に係る関係者間の認識の統⼀化
○ 同規模⾃治体等の取組収集や事業展開への活⽤
○ 動画や⽀援ツール蓄積等による研修教材としての活⽤（新任の担当者向けを含む）
○ 地域住⺠への在宅医療・介護連携推進事業に関する情報提供
○ 事業者担当者の困りごとの解決の⼀助

事業担当者間で
の情報交換の場
（Q＆A）

プラットフォームの主な仕様

内容区分

厚⽣労働省ホームページ上HP公開場所

都道府県職員、市町村職員、関係団体職員、在宅医療・介護連携推進事業コーディネーター、国⺠閲覧予定者

シングルカラムレイアウトとし、PC、スマホでも表⽰可能なレイアウトレイアウト

厚⽣労働省ウェブアクセシビリティ⽅針に準拠
（URL︓https://www.mhlw.go.jp/accessibility/）アクセシビリティ

⾼齢者等も⾒やすいよう⽂字サイズ変換機能を搭載
Webページ内をキーワードから検索出来る機能を搭載

⽂字サイズ変換機能及びページ内
検索を搭載

・今後もコンテンツを追加できるよう、拡張可能な仕様とする
・将来的に別ホームページ等との統合も視野に⼊れたものとする
・閲覧者別に３段階のページ更新権限等の強度が設ける
第１段階（厚⽣労働省） ︓全⾴編集可
第２段階（都道府県・市町村）︓関係者ログインページに都道府県及び市町村が

内容のアップロード権限（1,788箇所権限）
第３段階（国⺠） ︓編集権限なし

その他

＜参考＞シングルカラムレイアウトとは
• シングルカラムレイアウトは、上からヘッダー・ナビゲーション・コンテンツ・フッターの
順に縦に⻑く配置させるパターンのこと

• シングルカラムレイアウトのメリットは以下の通り
・パソコンからスマートフォンまで、どんなサイズのデバイスでも共通のレイアウトを保てる

・サイドバーがなくすっきりとした印象

・ユーザーの⽬線が分散しないためコンテンツに集中しやすい
3
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プラットフォームの構成（予定）

第１層 （トップページ）

第２層（各ページ）

情報提供ページ

在宅医療・介護連携の概要

取組事例検索

概要、これまでの経緯等を掲載

グローバルナビゲーション、サイト案内、新着情報を設置

国からの通知や研修資料

取組事例を掲載

国の施策情報、各種法令通知、先⾏研究の報告書等の公になっ
ている情報を掲載

第３層（関係者ページ）

厚⽣労働省、都道府県職員、市町村職員向けのログインページ

公になっていない研修資
料や通知等を掲載

⾃治体ごとの取組や規程等の情
報を掲載

関係者ログインページ

4

閲覧制限なし

各⾃治体ごとの情報ページ

情報交換の場の掲⽰板 事業担当者間での情報交換の場

ページ更新権限を付与

ページ更新権限を付与

掲載する情報コンテンツ（予定）

5

第
2
層

情
報
提
供
ঌ
␗
४
؞
事
例
検
索

第
３
層
閲
覧
制
限
ँ
ॉ

厚⽣労働省
会議資料

地域医療介護
総合確保基⾦

医療と介護の連携
に関する報告書等

地域包括ケアシス
テムに関する資料

国からの通知
研修資料

役⽴つ情報

• 医療介護総合確保促進会議の概要・会議資料掲載URL

• 地域医療介護総合確保基⾦の概要、病床機能再編⽀援事業、勤務医の労働時間短縮の推進
• 都道府県計画

• 過年度の調査研究事業の報告書など
• 都道府県担当者会議等の資料

• 公になっていない厚⽣労働省からの通知や研修案内、研修資料、アーカイブ動画等を掲載

• ⾃市の取組を検討する際に、参考となる情報を各事業担当者がデータをアップロードして掲載

事例
• 各市町村の事例
- 場⾯ごとの選択式の検索、キーワード検索を可

• 事例集や調査研究事業の報告書

モデル運⽤⾃治体

情報交換
Q＆A

事業担当者が投稿• 事業担当者間の疑問に対して、他市町村の担当者が回答できる仕組みを搭載（※搭載する場合）

第２層（各ページ） 第３層（関係者ページ）
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関係者ログインページ

6

関係者ログインページ

関係者ログインページ

＜第３層＞事業者担当者間の情報交換掲⽰板のイメージ

7

• 事業担当者間での交流の場として掲⽰板機能を想定している。取組のノウハウや事例に関する疑問にピンポイント
で答えることができ、早期の疑問解決及び情報の蓄積による取組の質向上が⾒込まれる。

• 都道府県担当者及び市町村担当者、厚⽣労働省が投稿可能とする。
ベストアンサー機能や「受付中/回答済」機能を実装することで利⽤を促す。

受付中

○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

回答 １

東京都港区 2024/8/29

解決済

○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

回答 ２

東京都港区

受付中 回答 １

2024/8/29

投稿⽇︓2024/8/29

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ベストアンサー

東京都港区 2024/8/29 投稿⽇︓2024/8/29

クリック

情報交換の場の掲⽰板
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モデル運⽤の進め⽅

8

 モデル運⽤では、プラットフォームに掲載する情報や使い勝⼿等についてご意⾒いただくことを想定している。
 モデル運⽤後に必要なプラットフォームの改修を⾏い、３⽉にプラットフォームを公開予定である。

3⽉2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉9⽉

○○

モデル⾃治体

○
掲載コンテンツ
の⼊れ込み

○

○
掲載コンテンツ
のカテゴリ分け

WG委員・
事務局

モデル⾃治体より、
掲載コンテンツに
ついて、ご意⾒聴
取

モデル
運⽤

モデル運⽤後
ご意⾒聴取

掲載コンテンツ
のカテゴリ再度
分け

実装
開始

■今後の進め⽅について

プラット
フォーム
構築

令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業
プラットフォームワーキンググループ

9

本⼿引きにお
ける⾼齢者

所 属 及 び 職 名⽒ 名

ワーキンググループ委 員

⻑野県健康福祉部医療政策課医療係 主任⽯川 遼⼀郎

⻑野県健康福祉部介護⽀援課計画係 主査保健師⼩澤 ⽂乃

株式会社DIGITAL LIFE ヘルスケアIT事業 ディレクター川野 達也

北海道保健福祉部福祉局⾼齢者保健福祉課 医療参事杉澤 孝久

北海道在宅医療推進⽀援センター コーディネーター⽥上 幸輔

⼀般財団法⼈医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構
政策推進部 研究事業担当部⻑
研究部 主席研究員

服部 真治

深⾕市 福祉健康部⻑寿福祉課 課⻑補佐福地 裕仁

事 務 局

厚⽣労働省

㈱⽇本能率協会総合研究所
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モデル運⽤へのご参加をぜひ︕
事務局までよろしくお願いします︕

御静聴ありがとうございました。

10

取組事例のご提供もぜひ︕
事務局までよろしくお願いします︕
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在宅医療・介護連携推進支援事業に係る調査等一式 

研修会議Ⅲ 研修資料 

令和６年 12月２日（月） 
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研修会議Ⅲのプログラム

プログラム⽬的所要時間
⼊室開始時間9:30〜10:00

開会挨拶10:00~10:05

講演「在宅医療コーディネーターに期待される役割と求められる機能」10:05〜10:30

第1部︓お互いの取組を知ろう︕
お互いの取組を共有する

○お互いの取組を共有する
※⾃⼰紹介
※⾃⾝の取組を発表する
※他地域の取組を知る

○全体発表

お互いの取組を知る

10:30〜12:00

昼休憩12:00〜13:00

第２部︓課題と解決アイデアを出し合おう︕
意⾒交換︓課題の共有・解決策の検討
○事業運営に関わる上での課題を出し合い、解決⽅法を話し合う

事業運営するうえで抱えてい
る課題を出し合い、解決策を
考える

13:00〜15:15

発表共有・講評
○発表内容
※挙がってきた課題について
※課題解決策について

15:15〜16:05

在宅医療・介護連携推進事業に係るプラットホームについて16:05~16:25

閉会・事務連絡（事後課題）16:25〜16:30

【参考】研修会議Ⅲ︓開催場所

研修会議Ⅲ：12/2(月）：東京開催

開催場所：AP虎ノ門 会議室A
住所：東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル11F
会場URL：
https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/access/

最寄り駅
＜東京メトロ銀座線をご利用の場合＞
「虎ノ門駅」9番・1番出口から徒歩3分、「新橋駅」から徒歩8分
＜JR線をご利用の場合＞
「新橋駅」日比谷口から徒歩8分
＜都営三田線をご利用の場合＞
「内幸町駅」A4a出口から徒歩3分
＜東京メトロ千代田線をご利用の場合＞
「霞ヶ関駅」C3出口から徒歩4分

11階フロア図
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在宅医療・介護連携推進⽀援事業
研修会議Ⅲ

令和6年12⽉2⽇（⽉）10:00〜16:30

1

在宅医療コーディネーターに期待される役割と求められる機能

釜⽯市 地域包括ケア推進本部 事務局⻑ ⼩⽥島 史恵
⼀般社団法⼈新潟市医師会 地域医療推進室 室⻑ 斎川 克之

2
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意⾒交換①：お互いの取組を知ろう！

3

＜グループ共有＞
○⾃⼰紹介及び⾃⾝の取組の共有（〜11:30）
＊他地域でどのように取り組まれているかを知ろう！
（グループ内で発表役を決めてください）
○全体共有（ 11:30〜12:00 ）

課題と解決アイデアを出し合おう！

4

＜グループ共有＞
○課題を出し合い、困りごとに対してどのような解決策があるか話し合おう

（13:00〜15:15）
＊どのような課題があるか（個⼈ワーク5分⽬安）
＊グループ内で課題を共有ください
＊それぞれの課題に対して、どのような解決策があるか、

グループ内でアイデアを出し合ってください。
（グループ内で発表役を決めてください）

○全体共有（ 15:15〜15:55 ）
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【意⾒交換②個⼈ワークシート】事業を運営する上での課題を出してみよう！
【問】在宅医療・介護連携推進事業に関わるなかで、あなたが困っていることや課題と感じていることはありますか？

【市町村とコーディネーターの連携に関すること】【コーディネーターとしてのスキルに関すること】

・・・・

・・・・

・・・・

【協議体の運営に関すること】【医師会などの団体、病院などとの連携に関すること】

・・・・

・・・・

・・・・

【その他】【コーディネーターに対する⽀援に関すること】

・・・・

・・・・

・・・・

【意⾒交換②グループワークシート】事業を運営する上での課題を出してみよう！
【問】在宅医療・介護連携推進事業に関わるなかで、あなたが困っていることや課題と感じていることはありますか？

【市町村とコーディネーターの連携に関すること】【コーディネーターとしてのスキルに関すること】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

【協議体の運営に関すること】【医師会などの団体、病院などとの連携に関すること】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

【その他】【コーディネーターに対する⽀援に関すること】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・
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【意⾒交換③グループワークシート】課題解決のアイディアを出してみよう！
【問】意⾒交換②で出てきた課題に対する解決策を挙げてみて下さい。

【市町村とコーディネーターの連携強化に向けて】【コーディネーターとしてのスキルの向上に向けて】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

【協議体の効果的な運営に向けて】【医師会などの団体、病院などとの連携強化に向けて】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

【その他】【コーディネーターに対する⽀援策について】
・・・・

・・・・

・・・・

・・・・
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令和6年度在宅医療・介護連携推進支援事業「研修会議Ⅲ」

釜石市の在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療連携拠点チームかまいしの取組から考える

在宅医療・介護連携推進事業におけるコーディネーターに
期待される役割と求められる機能

令和6年12月2日
釜石市地域包括ケア推進本部
事務局長 小田島史恵
(チームかまいし医療介護連携コーディネーター

改め 地域包括ケア連携コーディネーター)

岩⼿県

釜⽯市

自治体のプロパー事務職員です。
コーディネーターは自称でやってまーす!

市⺠⽣活部

地域包括ケア推進
本部事務局

在宅医療連携拠点
チームかまいし

（在宅医療・介護連携推進事業）

釜⽯市地域包括ケア
推進本部⻑︓市⻑

地域包括ケア推進本部
副部⻑︓副市⻑

地域包括ケア推進本部部⻑
（保健福祉部⻑が兼任）※R3〜

○○部 ○○部

まちづくり課

地区⽣活応援センター（市内8カ所）
●住⺠との協働による地域づくりの拠点
●保健・医療・福祉・⽣涯学習の連動による地域包括ケアの実働拠点

⼀般職員に加えて保健師が配置
地域包括⽀援センターのサブセンターとして機能
⽣活⽀援体制整備事業における第2層協議会「地区センター会議」を所管
重層的⽀援体制整備事業における
「相談⽀援」「参加⽀援」「地域づくりに向けた⽀援」が⼀体的に機能

アドバイザー派遣

⼦
न
ु
家
庭
課

地
域
福
祉
課

⾼
齢
介
護
福
祉
課

地域包括⽀援センター(直営) 

地域医療対策室

市⺠
課

○
課

こども家庭センター

健
康
推
進
課

○
課

釜⽯医師会

地域づくり係 ⽣涯学習係

釜⽯市地域包括ケア推進アドバイザー
釜⽯医師会 寺⽥尚弘⽒
東海⼤学准教授 後藤 純⽒

地域包括ケア推進本部
地域包括ケアシステム構築に向け、関係部署
に対し、⼀元的な企画、監督、指揮命令を実
施すると共に、関係団体の組織横断的な取
組を推進することを⽬的に2014年に設置

釜⽯市地域包括ケア推進本部

保健福祉部
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◆当圏域の地域医療全体の中⼼的な合意事項
「県⽴釜⽯病院（地域の基幹病院）を守る!」

◆医師会が連携拠点の役割を担ってきた
H19年4⽉ 県⽴釜⽯病院と釜⽯市⺠病院の統廃合
H19年6⽉ 釜⽯医師会主催

「釜⽯・⼤槌地域在宅医療連携体制検討会」設置
在宅療養の推進に向けた医療と介護の連携体制の構築、
コンセンサス形成、 医療機能の分担と明確化、連携の課題抽出と解決策の検討

背景

厚労省モデル事業「在宅医療連携拠点事業」の採択を
契機として、平成24年7⽉、医師会との連携体制による
釜⽯市役所の所管業務としてスタート

開始

1 

①医師会の介護在宅診療部会⻑がアドバイザーとして派遣
➁⼀次〜三次の階層別・職種別の連携⼿法
③連携資源(ケアの担い⼿団体等)の設⽴や、職能団体などが
主体となった多職種連携推進の取組（課題解決）⽀援

特徴

地域包括ケアシステムの充実に向けた
切れ⽬のない医療と介護の提供体制の構築

※包括ケアの5つの要素…医療・介護・予防・⽣活⽀援・住まい

⽬的

ケアの担い⼿となる各職種の専⾨性が発揮できる環境や関係性を整えること
・職種間の連携に関するストレスを軽減すること ・職種内の温度差解消のお⼿伝い など

連携コー
ディネーター
の役割

県⽴釜⽯病院

患者・利⽤者の⽣活
の質の向上のため

医師会

R6〜連携コーディネーター×4

在宅医療連携拠点チームかまいし @釜石市地域包括ケア推進本部事務局

医療・介護資源リスト＆マップの作成と公開（随時更新）、各種
調査の実施、社会的処⽅実践に向けた参加資源（インフォーマル
サービス等）の把握とリスト化、地域連携だより発⾏に伴う取材

【ア】 地域の医療・介
護の資源の把握

職能団体毎の打ち合わせ会（⼀次連携）
【オ】に寄せられた相談内容の積み上げ、地域ケア会議の活⽤、将
来の⼈⼝動態等データの活⽤、各種アンケート調査の実施、事業
実施後の反省会

【イ】在宅医療・介護連
携の課題の抽出

《⽬指す姿》患者・利⽤者の⽣活の質の向上のための【ウ】

地域のコンセンサス形成＆共有の機会となる各種会議等の開催
（三次連携）、【イ】で把握した課題解決⽀援

【ウ】 切れ⽬のない在
宅医療と介護の提供
体制の構築

地域医療情報ネットワーク「OKはまゆりネット」構築・運⽤⽀援
【取組の⾒える化】市広報・HP活⽤、地域連携だよりの発⾏、
Facebookの活⽤

【エ】 医療・介護関係
者の情報共有⽀援

多職種向け連携に関する相談窓⼝設置
主に職種間・組織間等の連携に関する相談に対応

【オ】在宅医療・介護連
携に関する相談⽀援

チームかまいし多職種連携推進⽀援事業など、ニーズのマッチングに
よる課題解決策の実施(⼆次連携、三次連携)

【カ】医療・介護関係者
の研修

在宅医療普及啓発パンフ作成・活⽤、市HP＆広報誌の活⽤、
ACP等市⺠公開講座、⽣涯学習まちづくり出前講座、地域づくり
フォーラム、等

【キ】地域住⺠への普
及啓発

釜⽯・⼤槌定住⾃⽴圏構想ほか市町を構成員とする会議等に資
する担当者レベルの情報共有・意⾒交換の推進

【ク】在宅医療・介護連
携に関する関係市町
村の連携

※令和2年9⽉に改訂された「在宅医療・介護連携推進事業の⼿引きver3」では、【ク】は都道府県の役割
に変更されていますが、当市では引き続き取組み項⽬としています。

釜石市
４つの場面
目指す姿

⽬
指
घ
॑
念
頭
प

︻
॔
︼
ऊ
ै
︻
ॡ
︼
॑
稼
働

チームかまいしの「ア～ク」 ～主な取組みの位置づけ～
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チームかまいしの連携⼿法
〜⼀次〜三次の階層別連携コーディネートと課題解決⽀援〜

⻭科

病院
連携室

①一次連携（青）

②二次連携（赤）

チーム
かまいし

薬
科

介護
⽀援

専⾨員

リハ
職

栄養
⼠

包括
⽀援c

①

医科

③三次連携

【⼀次連携①】
連携拠点と⼀職種の連携
・ヒアリング ・顔（腹・腕）の⾒える関係づくり
・連携の課題共有 ・課題解決策検討
・事業の打合せ・実施・反省会

〜連携の⼟壌づくりとタネまき〜
職種内課題解決のための取組⽀援

【⼆次連携②】
連携拠点が仲介する連携
・ニーズのマッチング ・相互理解の場
ex.情報交換会、同⾏訪問

協働に基づく、課題解決のための連携⽀援

【三次連携③】
多職種による連携・理解促進の場

地域のコンセンサス形成・理解促進

連携の課題解決⽀援
⼀次連携等※の結果、様々な主体が実
施する課題解決策の⽀援を➀②③等の
場を活⽤して実施
〜解決策・⼿法・場などの提案と協働〜

※連携に関する相談窓⼝設置

《三次連携》 多職種が⼀堂に会する機会
〜コンセンサス形成・共有の場〜

◆釜⽯市在宅医療連携拠点事業推進協議会

◆連携拠点設置当初◆
多職種連携の第⼀歩

顔の⾒える関係づくり

【課題!!!】

多職種が⼀堂に会しても

課題解決のための
現場レベルの連携

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは進まない

地域包括ケアの担い⼿となる職能団体や施設の代表等
が集まる会議等の開催

◆釜⽯・⼤槌地域在宅医療連携体制検討会
(釜⽯医師会との合同開催)
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各職種の事情を⾔い出せる顔の⾒える関係づくり
会議ではなく打ち合わせ。笑いも絶えません (^^)b

H24_⻭科医師会と H25_リハ⼠会と

H25_介護⽀援専⾨員
連絡協議会と

H27_栄養⼠会と

《⼀次連携》職能団体等との打ち合わせ会 〜連携の⼟壌づくりとタネまき〜

・H24_薬剤師会
・H25_訪問看護ステーション
・H26_病院連携室（急性期）
・H26_病院連携室（慢性期）
・H27_地域包括⽀援センター
・H29_介護認定係（市・町）
・H29_介護施設連絡協議会
・R02_⽣活⽀援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（社協）
・R02_保健師（市）
・R02_消防本部（市町⾏政事務組合）
・R03_地区⽣活応援センター所⻑
・R03_市社会福祉協議会
・R06_⽣活保護係（市）
※冒頭の数字は初回年度

連携コーディネーターの
顔と腕の知ってもらう機会です。

⼀次連携は連携の基盤です。
事業推進の⼟台となります。

「釜⽯リハ⼠会」の設⽴を⽀援

スタンスは、
「わからないので教えてください」

チームかまいしの連携コーディネート⼿法・⼀次連携

 ⼀次連携は、連携拠点と⼀職種の「打ち合わせ会」です。
「会議」とせず、ざっくばらんに意⾒交換できる場となるよう努めます。
⼀職種に絞ることで、他職種の⽬を気にせず発⾔しやすいです。

 ⼀次連携の⽬的は、
①職種が抱える「連携の課題」を抽出・⾒える化

段階を経て、課題を共有し、解決策を検討する場ともなります。

②連携拠点と職能団体等の顔の⾒える関係を作ること
拠点担当者にとっては、各職種のキーパーソン発掘の場となります。

 抽出した課題は、リスト化するなどして職能団体等と共有します。
課題は、⾃らの職種、団体、職場にある場合も多く、
職能団体等が主体的な取組みを⾏うきっかけにもなっています。

 リストは、基本的には⾮公開（部外秘）としています。
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同⾏訪問

共同発表

情報交換会研修会

視察対応

チームかまいしの連携コーディネート⼿法・⼆次連携

 ⼆次連携は、⼀次連携で抽出された課題の解決のため
に複数職種をつなげる連携です。連携のフレームづくりを
⾏っています。

 連携拠点が、「場」と「⼿法」を提案し、必要に応じて協働
しています。

◆課題の内容に応じた様々な連携⼿法◆◆
・医科⻭科または医科薬科在宅医療同⾏訪問研修
・2職種または多職種合同研修会

ケアマネジャー＆薬剤師、リハ⼠＆薬剤師、保健師＆薬剤師 等
・2職種または多職種情報交換会、意⾒交換会
・他⾃治体等からの視察対応 ・学会等共同発表

 三次連携は、多職種が⼀堂に会する機会です。
 当地域の包括ケアに関するコンセンサス形成の場であり、共有の場でもあります。

①各職能団体や施設の代表等が集まる会議を開催(開催⽀援も含む)しています。
②多職種を対象とした研修会(※1)を開催しています。

※1 地域の連携推進に関するコンセンサスや取組み等を共有する場

チームかまいしの連携コーディネート⼿法・三次連携

◆釜⽯市在宅医療連携拠点事業推進協議会
(事務局︓地域包括ケア推進本部)

◆釜⽯・⼤槌地域在宅医療連携体制検討会
※現在休⽌中 （事務局︓釜⽯医師会+地域包括ケア推進本部)

◆(特⾮)釜⽯・⼤槌地域医療連携推進協議会 〜OKはまゆりネット運⽤主体〜
※事務局運営会議構成員として各種会議、主催事業に参画 (事務局︓釜⽯医師会)

◆釜⽯・⼤槌地域医療介護福祉多職種連携の会 〜通称︓OKスクラムねっと〜
※世話⼈として各種会議・主催事業開催に参画 (事務局︓県⽴釜⽯病院)

その他 多職種対象○○事業報告会など
例︓⻭科医師会主催多職種対象「⻭科×他職種」連携推進研修会

〜主な「三次連携」の機会〜
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ニーズに基づいた研修を実施できる。メリット①
経費、労⼒の負担軽減、有効活⽤メリット②
連携拠点と職能団体等との連携の推進メリット③
単独主催と⽐べて関係者の調整等に
労⼒を要する。

デメリット︖

【開催⽀援の例】
・医科⻭科連携推進セミナー

（講師派遣、ほか）★⼆次連携 ☆相談⽀援
・三師会学術講演会（周知、講師派遣、ほか）★三次連携
・薬科・リハ合同研修会（周知、運営、ほか）★⼆次連携
・介護⽀援専⾨員研修会（周知、運営、ほか）☆相談⽀援
・患者のための薬局ビジョン推進事業 ★⼆次・三次連携

（検討会・報告会運営協⼒、連絡調整、ほか）
★⼆次・三次連携 ☆相談⽀援

チームかまいしの連携コーディネート⼿法・研修会の開催⽀援課題解決⽀援

◆チームかまいし多職種連携推進⽀援事業 ◆連携拠点の主な役割◆
解決策の場と⼿法の提案
持ち込み企画に対する相談対応
講師派遣、 他職種への周知、
参加者とりまとめ、当⽇運営、
アンケートとりまとめ、ほか

・事前打ち合わせにより役割を分担
・要所要所で進捗共有、再調整

◆連携拠点の主な役割◆
解決策の場と⼿法の提案
持ち込み企画に対する相談対応
講師派遣、 他職種への周知、
参加者とりまとめ、当⽇運営、
アンケートとりまとめ、ほか

・事前打ち合わせにより役割を分担
・要所要所で進捗共有、再調整

⼀次連携で抽出された課題や相談窓⼝に寄せら
れた課題の解決策など、職能団体等が主催する
研修会等の開催を⽀援しています。

薬科・リハ合同研修会

事前打ち合わせリハ⼀次連携

これをデメリット（負担）ととるか、
投資ととるか︖れ

チームかまいしの相談⽀援 【オ】

解決策実施相談内 容相談者
Ｈ28Ｈ27薬剤師会が受託した国のモデル事業実施に係るチームかまいしの参画依頼薬剤師会
Ｈ29Ｈ28釜⽯医療圏のICT利⽤促進を⽬的とした課題抽出・分類に関する依頼NPO法⼈
Ｈ28Ｈ28病院職員対象「退院⽀援」に関する研修開催に関する相談病院看護部
Ｈ29Ｈ29患者家族等が介護申請を受け付けてもらえないことがある病院連携室
Ｈ29Ｈ29地域包括⽀援センターの保健師との連携を推進する事業を実施したい薬剤師会
Ｈ29Ｈ29連携実務者の多職種連携の会を結成したい（OKスクラムねっと）病院連携室

《課題解決⽀援を実施した相談事例》

チームかまいしでは、⼀次連携等で抽出した課題を分類し、フィードバックすることで、課題を抱え
る当事者（包括ケアの担い⼿）⾃らが主体的に解決策を検討・実施するお⼿伝いをしています。
さらに、課題解決の「場」や「⼿法」を検討して提案すること、あるいは共に検討したり共に実施す

ることで、課題解決の⽀援を⾏っています。

◆◆チームかまいしの課題抽出の場◆
⼀次〜三次連携の場（特に⼀次連携）、
資源把握、調査、相談窓⼝、等

◆チームかまいしの相談窓⼝機能
・ケース対応は基本⾏っていません。

包括⽀援センター等と役割り分担済み。
既にある機能は奪わず活かす。

・職種間、病院・施設間などの連携に関する相談に対応

研修会でよくある質問
相談窓⼝は設置したが、ど

んな相談をうけたらよいかわから
ない。

既存の相談窓⼝との違い
は︖
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平成29年度問い合わせ＆相談概要

38%

62%

①相談者の所在

圏域内 22
圏域外 36

n=58

71%

15%

5% 7%

2%

④照会・問合せの⽅法

電話 41

メール 9
電話及びメール 3

対⾯ 4

⽂書 1

n=58

4% 4%

9%
5%

36%

5%

32%

5%

②相談者の所属（圏域内）

ケアマネジャー 1
⾃治体 1
市保健師 2
市⺠ 1
職能団体 8
診療所 1
病院 7
薬局 1

n=22

27%

27%

5%

18%

18%

5%
③相談・問合せの内容（圏域内）

主催事業の相談 6

職種間連携に関する相談 6

チームかまいしに関する問合せ 1

データ提供依頼 4

他部署との調整 4

その他 1

n=22

「ほしい相談」がいただけるようになるには、連携拠点
の役割・機能を関係者に理解してもらう必要があり
ます。
チームかまいしでは、⼀次〜三次連携の場が理解を得る場の⼀つであり、また、
研修会等の事業を協働で実施することが最適な周知の機会と実感しています。

13%

13%

7%

21%

19%

43%

21%

16%

11%

33%

48%

24%

8%

4%

13%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5

R3

R1

地域の連携体制に関する相談 事業に関する相談・協⼒依頼等
チームかまいしに関する問い合わせ 他部署・他機関への相談等の調整
データ提供依頼 その他

N＝46

N＝24

N＝31

相 談 内 容 の 推 移

以前、多職種研修会等で、他地域の医療や介護関係者から、⾃治体は敷居が⾼
い、⾃治体の担当部署がわからない、⾃治体担当者の顔が⾒えない等という意⾒が
だされたことがありました。
それを踏まえてチームかまいし（釜⽯市の連携担当部署）では、他部署・他機関の案件

であっても、可能な限り担当部署に関する情報提供を⾏うなど、確実につながるようお
⼿伝いしています。
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52%

28%

39%

5% 5%

17%

12%

17%

5%

24%

25%

5% 23%

12%

5%

14%

12%

R5

R3

R1

⾏政機関 地域包括⽀援センター 薬剤師
⼀般住⺠ 医療機関 社会福祉法⼈
学術・研究機関 その他

N＝43

N＝29

N＝21

岩⼿県⽴釜⽯病院職場研修会《チームかまいし連携⽀援事業》
〜なるほど!そうか!地域連携〜

⽇ 時︓平成28年10⽉24⽇（⾦）18時〜20時
参加者:49名 (医師6、リハ2、看護師17、事務18、
MSW2)
主 催 :県⽴釜⽯病院（研修委員会＆地域医療情
報ネットワーク委員会）
⽬ 的︓地域連携の必要性と圏域の実情を理解する。
シームレスな医療・介護の提供のため県⽴釜⽯病院の
地域の中での役割を意識する。
①講演「地域包括ケア時代の連携」 講師︓寺⽥尚弘
②グループワーク「健康を⽀える連携を考える」

ファシリテーター︓⼩⽥島史恵

《病院連携室との連携の歩み》
地域連携だより「Face to Face」
連携室について取材及び記事掲載

H25
9⽉

病院連携室との⼀次連携
課題①・・・ケアマネとの連携

H26
8⽉

⇒解決策①ʼ⼆次連携「連携室＆ケアマネ意⾒
交換会」実施

H27
2⽉

第2回⼀次連携
課題②病院間連携室連携
相談③地域医療に関する院内教育

H28
5⽉

⇒解決策②ʼ⼊退院に関わる圏域6病院の職員
情報交換会開催

8⽉

⇒解決策③ʼ職場研修会「なるほど!そうか!地域
連携」開催
相談④職員研修開催に協⼒してほしい・・・

10⽉

⇒解決策④ʼ職員対象「退院⽀援アクションミー
ティング」及び多職種対象「地域包括ケア研修会」
開催 講師︓宇都宮宏⼦⽒

H29
3⽉

相談⑤要介護認定の申請時期等について6⽉

⇒解決策⑤ʼ介護認定係との⼆次連携
「情報交換会」

8⽉＆
3⽉

☆開催のきっかけは連携室からの相談・依頼
☆院内の医療介護連携に対する温度差解消の⽀援
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9/3、12/、1/16平成24年度
7/30、1/15平成25年度
7/25、1/29平成26年度
8/31、9/16平成27年度
4/21平成28年度
4/13、4/20（第1回病院薬剤師）平成29年度
4/5平成30年度
R2…8/4 R3…5/6 ※コロナ禍令和2〜4年度
6/27、9/13、10/6令和5年度
4/24、9/9令和6年度

ケアマネジャーの
顔が分からない

ケアカンファレンス
に呼ばれない

認知症︖虐待︖なんか⼼配
どこに相談すればよいの︖

病院薬剤師と
薬局薬剤師の連携

「訪問指⽰」の
処⽅箋が来ない

薬剤師の職能が
認知されていない平成24年度

抽出課題
訪問のきっかけが

つかめない

在宅医療連携拠点チームかまいし×釜⽯薬剤師会の打合せ会 〈⼀次連携〉

A
B
C
D

E
F
G

①⽣活応援センターや
➁地域包括⽀援センターに、
本当に相談してもいいの︖
※①➁の共通点は、

市の保健師が配置されていること

〜課題解決策〜 ⼆次連携・・・◆、ほか協働事業…◇H24課題年度
◇薬剤師居宅療養管理指導⾒学研修 実施 (対象︓チームかまいし)H24
◆医科薬科在宅医療同⾏訪問研修実施 計3回
◇釜⽯薬剤師会主催(多職種対象)研修協⼒
◇三師会学術講演会協⼒
◆ケアマネ薬科合同研修会実施

C D F G
G E ★
C D F G ★
A B C D G

H25

◆医科薬科在宅医療同⾏訪問研修実施 計4回
◆国⽴⻑寿主催「在宅医療先進地域情報フェスタ」 シンポジスト（薬・リハ・かま）

C D F G
G ★

H26

◇⽇本在宅薬学会 ポスター発表
◆医科薬科在宅医療同⾏訪問研修実施 計4回

G ★
C D E F G

H27

◆薬リハ合同研修会実施
◆滋賀県⾼島市主催研修対応（薬・リハ・かま）
◆患者のための薬局ビジョン推進事業検討会実施協⼒ 計4回

G
G ★
B D G

H28

◆多職種研修会「地域包括ケアにおける薬剤師の役割」実施B D GH29
◆薬薬意⾒交換会実施
◆患者のための薬局ビジョン推進事業検討会・報告会実施協⼒ 計6回
◇厚労省主催「在宅医療・介護連携推進事業意⾒交換会」事例紹介

E
B D E G
E G ★

H30

◇⽇本⽼年薬学会学術⼤会 ポスター発表
◆多職種対象「薬薬連携の現状」実施

G ★
E G

R01

◇「楽しく学ぼう!薬剤師さんのお薬教室」
市の⽣涯学習まちづくり出前講座メニューに掲載

G ★R03

◆薬剤師×市保健師「脳卒中発症リスク軽減の普及啓発キャンペーン」
◆薬局を起点とした社会的処⽅連携の取組

B G 
B G

R05

※その他、視察対応への協⼒多数あり★…チームかまいしの役割周知、薬剤師会と⾏政の連携による取組、及び周知 等

医×薬在宅医療
同⾏訪問研修

チームかまいしと釜⽯薬剤師会の連携による課題解決に向けた事業

薬剤師×市保健師 連携推進の取組
患者宅への同⾏訪問

保健師 薬剤師
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地域連携だよりFace to Face 第45号より抜粋

釜⽯市︓提⾔に対応する事業の⼀つとして
「釜⽯市包括的⽀援の仕組みづくり事業」を
実施へ

令和3年度
釜⽯市地域ケア推進会議が「住⺠の⽣活と
健康を⽀えるつながり⽀援」を提⾔

釜⽯市地域ケア推進会議の提⾔により⽴案された 釜⽯市包括的⽀援の仕組みづくり事業（社会的処⽅の仕組みづくり）

かかりつけ医

アセスメント
とパスの回収

釜⽯
医師会
パスの回

収
リスト化

持参対象
健診C
判定者

提出

釜⽯市
(保険者)

➊“健診“を起点とした社会的処⽅連携パス（継続）

受診等案内
連携パス発送 処⽅

対象者

アプローチ

参加・相談

釜⽯市
(保険者)

地域包括
⽀援センター

ほか

保健師等による連携コーディネート

フィードバック

釜⽯市

地域包括⽀
援センター
（直営）

参加・相談

社会資源からのアプローチ
（つながり⽀援）

《 社会資源 》
地域包括⽀援C

保健師・ケアマネ
社会福祉⼠

薬局・薬剤師

各種相談窓⼝
・⾼齢者
・⽣活困窮
・障がい
・⼦ども

⽣活応援センター
公⺠館担当
保健師 ほか

保健事業
健康相談
栄養相談
減塩教室
禁煙教室等

地域の参加資源
つながるカフェ
チームオレンジ
100歳体操
公⺠館事業
⾃主活動G等

社会福祉協議会
⽣活⽀援

コーディネーター
その他
⺠⽣委員、町内会
社会福祉法⼈
地場企業

等

３つの社会的処⽅連携パス（つながるパス）の運⽤ R5釜⽯市包括的⽀援の仕組みづくり事業

➌“多機関・多職種“を起点とした社会的処⽅連携パス（案）

フィードバック

処⽅
対象者《 ニーズリソース 》

薬局・薬剤師
各種相談窓⼝
・⾼齢者・⽣活困窮
・障がい・⼦ども
⽣活応援センター
つながるカフェ 等

「連絡票」による情
報提供

➋“受診“を起点とした社会的処⽅連携パス（新）

患者

保健師等による連携コーディネート

(つながり⽀援)

資源の紹介

保健師等が訪問
資源の紹介

対象
①75歳以上全て
➁年齢問わず⽀援が必要と判断

フィードバック

フィードバック

➌釜⽯薬剤師会との連携によるモデル事業実施へ

OKはまゆりネット
ほか
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地域包括⽀援センター

OKはまゆり
ネット

市保健福祉センター2階

フィードバック
ないことも・・・

⽣活応援センター
〜地域コミュニティによる

健康安⼼づくり〜

総合相談窓⼝

地域包括ケアの
実働拠点

OKはまゆりネットや
℡等で情報共有

社会資源からのアプローチ
（つながり⽀援）

❸薬局を起点とした社会的処⽅連携パス R5釜⽯市包括的⽀援の仕組みづくり事業

釜⽯市 薬局×⾏政連携 〜これまでの「つながり⽀援」〜

フィードバック

【薬局薬剤師】
・あれ︖なんだか⼼
配だなぁ

・認知症︖
・⽣活困窮︖
・家族が引きこも
り︖︖

患者さん

「お薬
くださ〜い」

保健師等による
連携コーディネート

21

︖

R5〜「薬局を起点とした社会的処⽅連携パス」

患者さん

「お薬
くださ〜い」

【薬局薬剤師】
・あれ︖なんだか⼼
配だなぁ

・認知症︖
・⽣活困窮︖
・家族が引きこも
り︖︖

フィードバック

地域
包括
⽀援

センター

ほか
訪問対応など

地域
包括
ケア推
進本部

《 社会資源 》

各種相談窓⼝
⾼齢・困窮
障がい・⼦ども

⽣活応援C

地域の参加資源
100歳体操

公⺠館事業、等

社会福祉法⼈、等

薬剤師「あの患者さん、また来局されているけど、
これまでどおりの対応でよかったのかなぁ・・・」

《 社会資源 》
各種相談窓⼝

⾼齢・困窮
障がい・⼦ども

⽣活応援C
公⺠館担当
保健師ほか

保健事業
各種相談・教室

地域の参加資源
つながるカフェ
チームオレンジ
100歳体操
公⺠館事業、等

社会福祉法⼈、
⽣活⽀援co、等

※多職種がSDH（健康の社会的決定
要因）を考慮したつながり⽀援を⾏う
「多職種起点の社会的処⽅連携」を⽬
指した取組

保健師間では「指導・助⾔」
⼈材育成の機会として活⽤

 相互理解を⽬的とした医療や介護の専⾨職向け情報誌
 コンセプトは、情報誌版「顔の⾒える会議」
 紙ベースで圏域の関係機関に送付のほか、釜⽯市HPに掲載

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019121900159/

《主な掲載内容》
チームかまいし主催・共催事業、新規オープン施設等・職員紹介、
職能団体主催研修の周知、地域包括ケアの充実に向けた地域の活動紹介、等

『⽀えられる側(⼀般住⺠)』 には⾒えにくい 『⽀え⼿』 の取組の⾒える化

地域連携だより「Face to Face」の発⾏

「取材」 〜拠点が資源を把握するためのツールとして有効〜

市HP・地域連携
だよりのページ
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コーディネーターの機能・所在等の発信
どこにいるの？どんな機能を持ってるの？相談したくなる人なの？
※自治体直営の場合は、ダレがコーディネーター(連携担当)かわかりにくい

顔（腕・腹）の見える関係性づくり 「場の設定」
コーディネーター（自治体連携担当） ⇦⇨ 某職種 例：一次連携

職種A  ⇦ (コーディネーター) ⇨ 職種B 例：二次連携（情報交換会、研修会ほか）

自治体担当者 ⇦⇨ 委託先コーディネーター

例：事業の協働実施、下記等のための作戦会議など

組織・会議体を動かすためのネゴシエーション
ケアの担い手等をフィールドとしたコミュニティワーク的な…

チームかまいしの取組から考えた
在宅医療・介護連携推進事業におけるコーディネーターに
期待される役割 と 求められる機能

コミュニティワークとは、地域住⺠がその地域⽣活上に⽣ずる様々な問題(①)に主体的・組織的に取り組むとともに、
問題解決に必要な資源の調達やそのネットワークを図ることを援助する社会福祉の⽅法（出典︓百科事典マイペディア）

上記の①の部分を「医療や介護などのケアの担い⼿が、患者や利⽤者を切れ⽬なく⽀えようとすれる際に⽣じる連携
に関する様々な課題」と読み替えたい。
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在宅医療コーディネーターに期待される役割と求められる機能
ー 新潟市のコーディネーターの取り組みから ー

⼀般社団法⼈ 新潟市医師会 地域医療推進 室⻑ 斎川 克之

令和６年度 在宅医療・介護連携推進⽀援事業「都道府県・市町村担当者等研修会議」

2

新潟市の概要
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事務介護⽀援専⾨員理学療法⼠保健師・看護師MSW
１１１センター
１１１８１９ステーション
２１１９２０計

医療機関名センター/ステーション名
新潟市医師会新潟市在宅医療・介護連携センター
豊栄病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 北
新潟臨港病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 東
⽊⼾病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 東第⼆
新潟南病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 中央
みどり病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 中央第⼆
⻲⽥第⼀病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 江南
新津医療センター病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 秋葉
新潟⽩根総合病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション 南
済⽣会新潟病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション ⻄
信楽園病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション ⻄第⼆
⻄蒲中央病院新潟市在宅医療・介護連携ステーション ⻄蒲

新潟市在宅医療・介護連携センター/ステーション⼀覧

実施主体

新潟市
・地域医療推進課
・地域包括ケア推進課
・各区役所

地域包括⽀援センター

・医科、⻭科診療所
・病院
・調剤薬局
・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
・居宅介護⽀援事業所
（介護⽀援専⾨員）
・介護事業所
・⽼⼈保健施設
・その他事業所

相談

利⽤

切れ⽬のない
医療・介護
サービス

対応する地域に所在する全ての
地域包括⽀援センターと連携

⽀援

⽀援

在宅医療・介護連携ステーション（新潟市在宅医療・介護連携推進事業）
◆各区単位に設置
◆基幹型として新潟市医師会内に「在宅医療・介護連携センター」を設置
＜職 員＞

介護保険の知識を有する看護師・医療ソーシャルワーカー
＜主な機能・役割＞
❏地域の医療・介護関係者等からの在宅医療・介護サービスに関する相談を受け付ける
（市⺠からの相談は原則、地域包括⽀援センターが対応）
❏地域包括⽀援センターや在宅医療ネットワーク等と連携し、医療と介護の『顔の⾒える関係づくり』をサポートする

＜具体的な取り組み＞
❏多職種の顔の⾒える関係づくり ❏各種研修・勉強会の開催 ❏市⺠啓発 ❏医療・介護関係者への相談⽀援、情報提供

〜医療と介護の連携をサポート〜

連
携

連
携
連
携

医療・介護関係機関

利⽤者
（患者・家族）

関係団体・在宅医療ネットワーク
（H31年2⽉現在21団体）

・県、近隣市町村

・市医師会、
市⻭科医師会
その他職能団体等

関係団体

連
携
連
携

新潟市在宅医療・介護連携センター/ステーション事業

相談
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5

新潟市在宅医療・介護連携推進事業 令和６年度業務計画書

在宅医療におけるコーディネーターとは（新潟の事例から）

6

「coordinator」は、⼈々や物事を組織し、調整し、⼀緒に働くことを
可能にする⼈物を指す英単語である。 出典「実⽤⽇本語表現辞典」

地域の⽬指す姿を⾒据え、専⾨職でこその能⼒を活かし、相談窓⼝、研修会等
の連携推進の場の設置、市⺠講座等を⾏い、そこから得た事柄を顕在化し（⾔
葉や⽂書等で発し）、⾃治体とともに⽬的実現のため活動する⼈物。

コミュニ
ケーション能

⼒

企画・設計・
マネジメント

能⼒

地域の専⾨
職、組織等の
ネットワーク
形成⼒

情報収集、
組織化、発信

⼒
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7

地域の声を業務計画に反映する（連携ステーション）
新潟市の事業⽬標をイメージし、連携センター/連携ステーションは業務計画を作成
①年度末に実績をまとめる。②次年度の計画作成と共に新潟市と連携センターが連携
ステーションにヒアリングを⾏う。

新潟市の今年度の
事業計画との連動
新潟市の今年度の
事業計画との連動

連携ステーションのコーディネーターが意識していること

他地域⽀援事業との
関連を意識
他地域⽀援事業との
関連を意識

地域で⾒聞きしている
情報を次年度計画に反
映

地域で⾒聞きしている
情報を次年度計画に反
映

コミュニ
ケーション
能⼒

企画・設
計・マネジ
メント能⼒

地域の専
⾨職、組織
等のネット
ワーク形成

⼒

情報収集、
組織化、発
信⼒

在宅医療ネットワーク
多職種連携の体制構築と⽀援（連携ステーション）

多職種連携の会の⾵景

ニーズの合った職種間で
の情報共有と連携促進
ニーズの合った職種間で
の情報共有と連携促進

専⾨職の声や現場で
起っている臨場感を顕
在化する

専⾨職の声や現場で
起っている臨場感を顕
在化する

新潟市内には、20か所の多職種連携の会があり、多くの多職種連携の会は、「多職種が集い、
職種の役割の理解、地域の課題抽出、課題解決に向けた取り組み」を⾏っている。

連携ステーションのコーディネーターが意識していること

終わった後の飲み会の
会場予約せねば︕
終わった後の飲み会の
会場予約せねば︕

コミュニ
ケーション
能⼒

企画・設
計・マネジ
メント能⼒

地域の専
⾨職、組織
等のネット
ワーク形成

⼒

情報収集、
組織化、発
信⼒
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専⾨職種対象の各種研修会（連携ステーション）
連携ステーションが地域のニーズを聞き取り、地域の特性に応じて企画・実施

9

多職種連携の会での声
をもとに、企画運営
多職種連携の会での声
をもとに、企画運営

市で推しのテーマを区
内で企画運営
市で推しのテーマを区
内で企画運営

できるだけ地域の専⾨
職を表に出せる企画を
（他職種の理解）︕

できるだけ地域の専⾨
職を表に出せる企画を
（他職種の理解）︕

連携ステーションのコーディネーターが意識していること

コミュニ
ケーション
能⼒

企画・設
計・マネジ
メント能⼒

地域の専
⾨職、組織
等のネット
ワーク形成

⼒

情報収集、
組織化、発
信⼒

医療と介護の市⺠講座（連携ステーション）

10

市で推しのテーマを区内
で企画運営
市で推しのテーマを区内
で企画運営

連携ステーションのコーディネーターが意識していること

⺠⽣委員・団体・学校から
の声を聴き、講師選定と企
画調整

⺠⽣委員・団体・学校から
の声を聴き、講師選定と企
画調整

コミュニ
ケーション
能⼒

企画・設
計・マネジ
メント能⼒

地域の専
⾨職、組織
等のネット
ワーク形成

⼒

情報収集、
組織化、発
信⼒
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11

各連携ステーションは地域課題を意識し、事業計画へ反映。各連携ステーションでの相談事例
は、サイボウズへの報告書経由でセンター/ステーション会議に提⽰。

関係機関からの相談⽀援窓⼝機能（連携センター・ステーション）

相談者する職種、内容
がかわってきた。包括
⽀援センターと共有し
てみよう

相談者する職種、内容
がかわってきた。包括
⽀援センターと共有し
てみよう

地域で何度も相談され
る内容は他地域と共有
しよう

地域で何度も相談され
る内容は他地域と共有
しよう

連携ステーションのコーディネーターが意識していること

コミュニ
ケーション
能⼒

企画・設
計・マネジ
メント能⼒

地域の専
⾨職、組織
等のネット
ワーク形成

⼒

情報収集、
組織化、発
信⼒

コーディネーターと⾃治体それぞれの思い（よくある話）

他のコーディネーター
はどんな⾵にやってい
るのだろうか

⾃治体から具体
的に何を求めら
れているんだろ

私の悩みを聴いて
もらいたい

コーディネーター

在宅の専⾨職間の
連携はどのように
やっているのか

⾃治体担当者

⼊退院の場⾯でどの
ような専⾨職がどう
連携しているのか

専⾨職の⽅はど
ういう考えをも
て業務をおこ
なっているのか

事業について学ぶ
場がない

どうしたら現場の
連携がよりよくな

るのか

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編
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基幹的なコーディネーターが何をしているか

コーディネーターのまとめ役である、連携センターのコーディネーター
は、下記の場を設けたり、事業運営のための関連様式等を利⽤して

連携ステーションと新潟市との間をとりもっています

業務計画書業務計画書 事業運営
マニュアル
事業運営
マニュアル

各種事業
報告書
各種事業
報告書

在宅医療・介護連携センター会議

在宅医療・介護連携センター/ステーション会議

様式

会議・研修会

コーディネーターのための研修会

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

連携センター
コーディネーター

14

在宅医療・介護連携センター会議（連携センター）

１）頻 度︓⽉1回程度（同館内の2階新潟市地域医療推進課にて）
２）参加者︓新潟市地域医療推進課（係⻑︓事務、保健師 2名）

新潟市医師会地域医療推進室コーディネーター（3名）
３）内 容︓在宅医療・介護連携推進事業の事業項⽬の進捗報告と議論

研修会、センター/ステーション会議の内容 等

概 要

開催⽬的 新潟市と連携センターが在宅医療・介護連携推進事業の⽬的の共有を図りながら、
事業の進捗管理と各種事業の企画を⾏う。

医師会内の医師の動
向等や連携センター
のコーディネーター
の様⼦を伝える

医師会内の医師の動
向等や連携センター
のコーディネーター
の様⼦を伝える

各種事業の開催企画書・報告書から⾒え
る、各区の連携ステーションの事業展開
のバラつきを新潟市と共有

各種事業の開催企画書・報告書から⾒え
る、各区の連携ステーションの事業展開
のバラつきを新潟市と共有

⾃治体担当者の異動に
際しての視点合わせ
⾃治体担当者の異動に
際しての視点合わせ

連携センターのコーディネーターが意識していること
関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編
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在宅医療・介護連携センター/ステーション会議

１）頻 度︓2か⽉に⼀度（同館内会議室）
２）参加者︓新潟市地域医療推進課（係⻑、課員2名）

新潟市医師会地域医療推進室（3名）
市内11か所の連携ステーション担当者

３）内 容︓①新潟市関連事業のセミナー
②新潟市からの報告
③連携ステーション委託項⽬を中⼼とした実績報告と議論
④その他（その時々のトピックス）

開催⽬的 在宅医療・介護連携推進事業の⽬的の共有と事業進捗の確認を⾏うと
共に、コーディネーター間の情報共有の場として開催。

概 要

他連携ステーション
の取り組みを真似て
ほしい

他連携ステーション
の取り組みを真似て
ほしい

新潟市全体の事業
の底上げを図る
新潟市全体の事業
の底上げを図る

いつでも応援できる
体制であることを
意識してもらう

いつでも応援できる
体制であることを
意識してもらう

新潟市から⾔えな
いことを代弁する
新潟市から⾔えな
いことを代弁する

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

コーディネーター
個々の悩みをみんな
で共有してほしい

コーディネーター
個々の悩みをみんな
で共有してほしい

連携センターのコーディネーターが意識していること

16

関係機関からの相談内容の振り返り（連携センター）
各連携ステーションでの相談事例の振り返りから、地域課題を意識。
事業実施の本質は、関係機関からの相談の中にある。

ステーションの担当者
の職性の違いによって
も受け⽌め⽅に違いが
あることを意識

ステーションの担当者
の職性の違いによって
も受け⽌め⽅に違いが
あることを意識

連携ステーションに寄せ
られる相談が事業にどう
いう意味を持つのか理解
してもらう

連携ステーションに寄せ
られる相談が事業にどう
いう意味を持つのか理解
してもらう

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

連携センターのコーディネーターが意識していること
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在宅医療の４分野ごと
に１例づつ事例を提⽰
してわかりやすく

在宅医療の４分野ごと
に１例づつ事例を提⽰
してわかりやすく

このトレーニングで得
た思考を各区で
展開してもらいたい︕

このトレーニングで得
た思考を各区で
展開してもらいたい︕

関係機関からの相談内容の振り返り（連携センター）

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

連携センターのコーディネーターが意識していること

18

連携ステーションへのヒアリング（連携センター）
新潟市の事業⽬標をイメージし、連携センター/連携ステーションは業務計画を作成
①年度末に実績をまとめる。②次年度の計画作成と共に新潟市と連携センターが連携
ステーションにヒアリングを⾏う。

連携ステーションご
とでの課題を共有し、
次年度計画に反映

連携ステーションご
とでの課題を共有し、
次年度計画に反映

新潟市と共に業務計
画作成後、連携ス
テーションごとにヒ
アリングを実施

新潟市と共に業務計
画作成後、連携ス
テーションごとにヒ
アリングを実施

連携センター/ステー
ション会議で全体共有
していいとこどり

連携センター/ステー
ション会議で全体共有
していいとこどり

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

連携センターのコーディネーターが意識していること
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新任（現任）者研修（連携センター）

19

地域包括⽀援センターの新任者研
修1⽇⽬に合同参加してもらって、
顔をうってもらう

地域包括⽀援センターの新任者研
修1⽇⽬に合同参加してもらって、
顔をうってもらう

総論として地域⽀援事業を
学んでもらう
総論として地域⽀援事業を
学んでもらう

各論として、新潟市と連携セン
ターがした連携センターステー
ション事業を学んでもらう

各論として、新潟市と連携セン
ターがした連携センターステー
ション事業を学んでもらう

関東信越厚⽣局 令和６年度 第2回 地域包括ケア事例研究会 在宅医療･介護連携推進事業研修会（令和６年11⽉19⽇）改編

連携センターのコーディネーターが意識していること

現場的なコーディネーターの役割と期待

コーディネーターの役割（厚労省資料⼀部改編）
⾃治体における在宅医療・介護連携に係る体制整備を推進していくことを⽬的として、実施主体である⾃治体と連携して、
コーディネーターの専⾨職が現場で何を感じ、どうありたいか知る強みを活かし、在宅医療・介護連携推進事業におけるコー
ディネート機能（主に相談窓⼝機能や多職種の連携推進、⼈材育成等）を果たす。

新潟市における現場的なコーディネーターの役割（連携ステーション）
・地域ニーズ（地域住⺠の声、多職種の声）を把握するために、地域へアウトリーチする（出向く）。
・地域住⺠の安⼼につなげるため、医療と介護の関係者間が気軽につながれるネットワーク（顔の⾒える関係）をつくる。
・地域住⺠の声、多職種の声を⾃治体・連携センターと共有し事業につなげる。

地域住⺠の意向に沿った⽀援ができる
よう、区内での医療と介護の専⾨職間の
連携を推進する

C連携ステーション
コーディネーター

B連携ステーション
コーディネーター

A連携ステーション
コーディネーター

D連携ステーション
コーディネーター

E連携ステーション
コーディネーター

新潟市（地域⽀援事業）

センター
コーディネーター
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基幹的なコーディネーターの役割と期待

新潟市における基幹的なコーディネーターの役割（連携センター）
・現場的なコーディネーター間のネットワーク化を図り、個々のノウハウの共有とコーディネーター間の関係性を図る。
・コーディネーター向け研修会開催等を通じ、コーディネーターの⼒量アップを図る。
・コーディネーター活動指針等のツールの整備し、⽬指す姿を共有する。
・⾃治体とコーディネーター間をとりもつ。

コーディネーターの役割（厚労省資料⼀部改編）
⾃治体における在宅医療・介護連携に係る体制整備を推進していくことを⽬的として、実施主体である⾃治体と連携して、
コーディネーターの専⾨職が現場で何を感じ、どうありたいか知る強みを活かし、在宅医療・介護連携推進事業におけるコー
ディネート機能（主に相談窓⼝機能や多職種の連携推進、⼈材育成等）を果たす。

新潟市と共に事業の企画と運営を⾏う
こと、またコーディネーターのまとめ役を
担いコーディネート機能を強化すること

C連携ステーション
コーディネーター

B連携ステーション
コーディネーター

A連携ステーション
コーディネーター

D連携ステーション
コーディネーター

E連携ステーション
コーディネーター

新潟市（地域⽀援事業）

連携センター
コーディネーター

ご清聴ありがとうございました
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令和６年度厚⽣労働省⽼健局委託事業 在宅医療・介護連携推進⽀援事業

在宅医療・介護連携推進⽀援事業に係るプラットフォームについて

株式会社⽇本能率協会総合研究所
社会イノベーション研究事業本部

研究員 遠藤 慧⼀郎
〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-22 ⽇本能率協会ビル５階

在宅医療・介護連携推進事業
〜研修会議Ⅲ〜

在宅医療・介護連携推進事業に係るプラットフォームの開発の概要

 本事業では、地域の実情にあわせた在宅医療・介護連携に関する取組のより⼀層の推進・充実を図ることを⽬的として、在宅
医療・介護連携推進事業に係る実態調査、研修、プラットフォームの開発等⾏う。

 プラットフォームでは、全⾃治体の在宅医療・介護の連携に関する情報を⼀元化することで、それぞれの⾃治体の情報をいつ
でも参照できるようにする。また、関係者がプラットフォーム上で交流できる機能を搭載予定である。

1

2024年度 2025年度以降

掲載する情報

搭載する機能

その他

概要

• 過年度に作成された成果物を集約し掲載
• 本事業の各種WGと連動し、情報を収集し掲載

• 2024年度以降に作成された成果物を掲載する
• 事業担当者にとって有⽤な教材の開発・掲載

• プラットフォームの基本となる機能を搭載する
• ユーザビリティ向上の機能は優先的に搭載する

• プラットフォームのユーザーを増やす、活⽤いた
だけるような機能を搭載

• 2024年度に搭載できなかったユーザビリティの
向上のための機能を追加

• プラットフォームの運⽤状況を適切に評価するた
めに、必要な評価機能をプラットフォームに搭載

• 2024年度に搭載した機能を⽤いて、プラット
フォームの評価を⾏い、その結果に応じて必要な
改修を⾏う

• 在宅医療・介護連携を進めるにあたって、有⽤な
情報を⼀元化するとともに、情報交換の掲⽰板を
構築し、プラットフォームのたたき台を構築

• プラットフォームを実際に運⽤し、必要な改修を
⾏い、事業担当者等がプラットフォームを効果的
に活⽤
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プラットフォームに掲載するコンテンツの基本⽅針

 プラットフォームには、有⽤な情報ツールを集約に加え、在宅医療介護連携推進事業の担当者間での情報交換の場とすること
で、切れ⽬のない在宅医療・介護連携推進の実現を⽬指す。

 具体的な期待される効果としては、国からの効果的な情報発信・周知、在宅医療・介護連携推進事業に係る関係者間の認識の
統⼀化等が想定される

2

関係法令・
通知・⼿引
き等の整備

これまでの
成果物等の
整備

各⾃治体の
事例・取組掲載

既存データ及び
ツールの活⽤⽅
法の提⽰

事業担当者等を
対象とした研修
ツールの提⽰

期待される効果
○ 国からの効果的な情報発信・周知が可能
○ 在宅医療・介護連携推進事業に係る関係者間の認識の統⼀化
○ 同規模⾃治体等の取組収集や事業展開への活⽤
○ 動画や⽀援ツール蓄積等による研修教材としての活⽤（新任の担当者向けを含む）
○ 地域住⺠への在宅医療・介護連携推進事業に関する情報提供
○ 事業者担当者の困りごとの解決の⼀助

事業担当者間で
の情報交換の場
（Q＆A）

プラットフォームの主な仕様

内容区分

厚⽣労働省ホームページ上HP公開場所

都道府県職員、市町村職員、関係団体職員、在宅医療・介護連携推進事業コーディネーター、国⺠閲覧予定者

シングルカラムレイアウトとし、PC、スマホでも表⽰可能なレイアウトレイアウト

厚⽣労働省ウェブアクセシビリティ⽅針に準拠
（URL︓https://www.mhlw.go.jp/accessibility/）アクセシビリティ

⾼齢者等も⾒やすいよう⽂字サイズ変換機能を搭載
Webページ内をキーワードから検索出来る機能を搭載

⽂字サイズ変換機能及びページ内
検索を搭載

・今後もコンテンツを追加できるよう、拡張可能な仕様とする
・将来的に別ホームページ等との統合も視野に⼊れたものとする
・閲覧者別に３段階のページ更新権限等の強度が設ける
第１段階（厚⽣労働省） ︓全⾴編集可
第２段階（都道府県・市町村）︓関係者ログインページに都道府県及び市町村が

内容のアップロード権限（1,788箇所権限）
第３段階（国⺠） ︓編集権限なし

その他

＜参考＞シングルカラムレイアウトとは
• シングルカラムレイアウトは、上からヘッダー・ナビゲーション・コンテンツ・フッターの
順に縦に⻑く配置させるパターンのこと

• シングルカラムレイアウトのメリットは以下の通り
・パソコンからスマートフォンまで、どんなサイズのデバイスでも共通のレイアウトを保てる

・サイドバーがなくすっきりとした印象

・ユーザーの⽬線が分散しないためコンテンツに集中しやすい
3
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プラットフォームの構成（予定）

第１層 （トップページ）

第２層（各ページ）

情報提供ページ

在宅医療・介護連携の概要

取組事例検索

概要、これまでの経緯等を掲載

グローバルナビゲーション、サイト案内、新着情報を設置

国からの通知や研修資料

取組事例を掲載

国の施策情報、各種法令通知、先⾏研究の報告書等の公になっ
ている情報を掲載

第３層（関係者ページ）

厚⽣労働省、都道府県職員、市町村職員向けのログインページ

公になっていない研修資
料や通知等を掲載

⾃治体ごとの取組や規程等の情
報を掲載

関係者ログインページ

4

閲覧制限なし

各⾃治体ごとの情報ページ

情報交換の場の掲⽰板 事業担当者間での情報交換の場

ページ更新権限を付与

ページ更新権限を付与

掲載する情報コンテンツ（予定）

5

第
2
層

情
報
提
供
ঌ
␗
४
؞
事
例
検
索

第
３
層
閲
覧
制
限
ँ
ॉ

厚⽣労働省
会議資料

地域医療介護
総合確保基⾦

医療と介護の連携
に関する報告書等

地域包括ケアシス
テムに関する資料

国からの通知
研修資料

役⽴つ情報

• 医療介護総合確保促進会議の概要・会議資料掲載URL

• 地域医療介護総合確保基⾦の概要、病床機能再編⽀援事業、勤務医の労働時間短縮の推進
• 都道府県計画

• 過年度の調査研究事業の報告書など
• 都道府県担当者会議等の資料

• 公になっていない厚⽣労働省からの通知や研修案内、研修資料、アーカイブ動画等を掲載

• ⾃市の取組を検討する際に、参考となる情報を各事業担当者がデータをアップロードして掲載

事例
• 各市町村の事例
- 場⾯ごとの選択式の検索、キーワード検索を可

• 事例集や調査研究事業の報告書

モデル運⽤⾃治体

情報交換
Q＆A

事業担当者が投稿• 事業担当者間の疑問に対して、他市町村の担当者が回答できる仕組みを搭載（※搭載する場合）

第２層（各ページ） 第３層（関係者ページ）
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関係者ログインページ

6

関係者ログインページ

関係者ログインページ

＜第３層＞事業者担当者間の情報交換掲⽰板のイメージ

7

• 事業担当者間での交流の場として掲⽰板機能を想定している。取組のノウハウや事例に関する疑問にピンポイント
で答えることができ、早期の疑問解決及び情報の蓄積による取組の質向上が⾒込まれる。

• 都道府県担当者及び市町村担当者、厚⽣労働省が投稿可能とする。
ベストアンサー機能や「受付中/回答済」機能を実装することで利⽤を促す。

受付中

○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

回答 １

東京都港区 2024/8/29

解決済

○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○

回答 ２

東京都港区

受付中 回答 １

2024/8/29

投稿⽇︓2024/8/29

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ベストアンサー

東京都港区 2024/8/29 投稿⽇︓2024/8/29

クリック

情報交換の場の掲⽰板
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モデル運⽤の進め⽅

8

 モデル運⽤では、プラットフォームに掲載する情報や使い勝⼿等についてご意⾒いただくことを想定している。
 モデル運⽤後に必要なプラットフォームの改修を⾏い、３⽉にプラットフォームを公開予定である。

3⽉2⽉1⽉12⽉11⽉10⽉9⽉

○○

モデル⾃治体

○
掲載コンテンツ
の⼊れ込み

○

○
掲載コンテンツ
のカテゴリ分け

WG委員・
事務局

モデル⾃治体より、
掲載コンテンツに
ついて、ご意⾒聴
取

モデル
運⽤

モデル運⽤後
ご意⾒聴取

掲載コンテンツ
のカテゴリ再度
分け

実装
開始

■今後の進め⽅について

プラット
フォーム
構築

令和６年度 在宅医療・介護連携推進事業
プラットフォームワーキンググループ

9

本⼿引きにお
ける⾼齢者

所 属 及 び 職 名⽒ 名

ワーキンググループ委 員

⻑野県健康福祉部医療政策課医療係 主任⽯川 遼⼀郎

⻑野県健康福祉部介護⽀援課計画係 主査保健師⼩澤 ⽂乃

株式会社DIGITAL LIFE ヘルスケアIT事業 ディレクター川野 達也

北海道保健福祉部福祉局⾼齢者保健福祉課 医療参事杉澤 孝久

北海道在宅医療推進⽀援センター コーディネーター⽥上 幸輔

⼀般財団法⼈医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構
政策推進部 研究事業担当部⻑
研究部 主席研究員

服部 真治

深⾕市 福祉健康部⻑寿福祉課 課⻑補佐福地 裕仁

事 務 局

厚⽣労働省

㈱⽇本能率協会総合研究所

478



モデル運⽤へのご参加をぜひ︕
事務局までよろしくお願いします︕

御静聴ありがとうございました。

10

取組事例のご提供もぜひ︕
事務局までよろしくお願いします︕
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